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は
じ
め
に

明
王
朝
は
中
国
歴
代
統
一
王
朝
の
中
で
京
師
を
揚
子
江
下
流
域
に
置
く
唯
一
の
例
で
あ
る
（
應
天
府
、
洪
武
元
年
か
ら
永
樂
十
八
年
ま
で
）。

そ
の
た
め
、
明
は
対
外
戦
略
に
お
い
て
關
中
平
原
に
都
を
置
く
漢
・
唐
な
ど
と
比
べ
れ
ば
、
西
方
面
よ
り
東
方
面
を
重
要
視
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
王
朝
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
が
北
方
に
存
在
す
る
の
で
、
明
に
と
っ
て
東
北
ア
ジ
ア
地
域
が
最
も
戦
略
的
重

要
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
洪
武
年
間
に
お
け
る
明
と
東
北
ア
ジ
ア
の
諸
勢
力
（
元
・
高
麗
・
日
本
）
と
の
外
交
関
係
を
見
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
最
近
中
国
で
発
表
さ
れ
た
洪
武
年
間
に
お
け
る
東
北
ア
ジ
ア
諸
国
間
関
係
の
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
張
氏 ﹇
一
九
九
七
﹈
は
、元

は
北
遷
後
も
強
大
の
軍
事
力
を
持
ち
、
特
に
ナ
ガ
チ
ュ
が
遼
東
に
割
拠
し
、
そ
れ
は
高
麗
国
内
に
お
け
る
親
元
派
と
親
明
派
と
の
闘
争

を
引
き
起
こ
し
、
明
・
高
麗
関
係
を
影
響
し
た
と
指
摘
し
て
い
る①

。
李
氏 

﹇
一
九
九
八
﹈
は
、
明
軍
の
遼
東
進
出
に
つ
れ
、
高
麗
は
明

の
勢
力
拡
大
に
危
機
感
を
覚
え
、
遼
東
に
使
者
を
送
り
込
ん
で
情
勢
を
探
察
し
た
り
陰
で
ナ
ガ
チ
ュ
と
の
連
携
を
強
め
た
り
す
る
と

い
っ
た
措
置
を
採
っ
て
お
り
、
恭
愍
王
が
政
変
で
暗
殺
さ
れ
る
と
、
明
・
高
麗
両
国
関
係
は
破
綻
し
た
と
指
摘
し
て
い
る②

。
于
氏

﹇
二
〇
〇
六
﹈
は
、
高
麗
恭
愍
王
王
顓
が
元
と
断
交
す
る
理
由
は
、
高
麗
国
内
に
お
け
る
元
と
婚
姻
関
係
を
持
つ
親
元
派
政
治
集
団
を
叩
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き
、
王
権
を
強
め
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る③

。
趙
氏 

﹇
二
〇
一
〇
﹈
は
、
洪
武
初
年
、
明
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勢
力
拡
大

に
よ
り
、
高
麗
恭
愍
王
王
顓
が
元
と
の
連
携
を
断
ち
、
元
と
の
政
治
結
婚
を
絆
と
す
る
政
治
同
盟
を
破
棄
し
、
明
と
の
「
華
夷
秩
序
」

を
基
盤
と
す
る
政
治
同
盟
を
締
結
す
る
が
、
洪
武
五
年
「
嶺
北
の
役
」
に
お
け
る
明
の
敗
北
を
受
け
、
高
麗
国
内
の
親
元
派
が
反
発
し
、

元
と
の
関
係
修
復
を
謀
り
、
遂
に
王
顓
を
暗
殺
す
る
こ
と
に
至
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る④

。
と
こ
ろ
が
、
上
述
の
諸
研
究
に
お
い
て
は
、

こ
の
時
代
の
国
際
情
勢
を
分
析
す
る
上
で
、明
王
朝
の
対
外
戦
略
を
全
面
的
に
論
述
す
る
と
い
う
マ
ク
ロ
的
な
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
で
は
、
檀
上
氏
﹇
二
〇
一
三
﹈
が
明
代
前
半
期
の
対
外
政
策
や
国
際
秩
序
に
つ
い
て
論
述
し
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
が

消
極
的
・
保
守
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
永
楽
帝
の
対
外
戦
略
が
積
極
的
・
進
取
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑤

。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で

は
洪
武
帝
が
保
守
的
な
対
外
策
を
採
る
理
由
に
つ
い
て
、
明
確
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
洪
武
帝
は
外
国
と
の
紛
争
を
解

決
す
る
の
に
、
主
に
如
何
な
る
手
段
を
用
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
一
次
史
料
を

利
用
し
て
緻
密
な
考
証
を
行
い
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
を
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
研
究
の
目
的
は
、
洪
武
年
間
に
お
け
る
明
と
東
北
ア
ジ
ア
諸
国
﹇
元
・
高
麗
・
日
本
﹈
と
の
関
係
を
考
証
し
、
東
北
ア
ジ
ア
の
国

際
情
勢
を
分
析
し
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
洪
武
帝
が
保
守
的
な
対
外
策
を
採
る
理
由
を
明
示
し
、

洪
武
帝
が
外
国
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
の
に
如
何
な
る
手
段
を
用
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
本
研
究
で
は
、
明
側
の
史
料
と
し

て
『
明
太
祖
實
錄
』
を
、
高
麗
側
の
史
料
と
し
て
『
高
麗
史
』
を
、
日
本
側
の
史
料
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
に
収
録
さ
れ
た
「
明
國

書
并
明
使
仲
猷
無
逸
尺
牘
」『
花
營
三
代
記
』
な
ど
を
利
用
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
調
査
し
、
明
と
元
・
高
麗
・
日
本
と
の

間
に
起
き
た
す
べ
て
の
外
交
事
件
を
整
理
し
、
年
表
を
作
成
し
た
（
表
一
か
ら
表
六
を
参
照
）。



洪武年間に於ける明の東北アジア外交―東北アジアの国際情勢および洪武帝の対外戦略―　陸　俊

47

一
、
洪
武
帝
の
保
守
性
と
時
代
背
景

洪
武
帝
の
対
外
戦
略
を
最
も
簡
素
に
表
明
す
る
の
は
、
洪
武
四
年
の
勅
諭
で
あ
る
。
洪
武
四
年
九
月
に
、
洪
武
帝
は
奉
天
門
に
御
し
、

省
府
臺
臣
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
諭
し
た
。

海
外
蠻
夷
之
國
、
有
為
患
於
中
國
者
不
可
不
討
、
不
為
中
國
患
者
、
不
可
輙
自
興
兵
。
古
人
有
言
、
地
廣
非
久
安
之
計
、
民
勞
乃

易
亂
之
源
。
如
隋
煬
帝
妄
興
師
旅
征
討
琉
球
、
殺
害
夷
人
、
焚
其
宮
室
、
俘
虜
男
女
數
千
人
。
得
其
地
不
足
以
供
給
、
得
其
民
不

足
以
使
令
、
徒
慕
虛
名
、
自
弊
中
土
、
載
諸
史
冊
為
後
世
譏
。
朕
以
諸
蠻
夷
小
國
阻
山
越
海
僻
在
壹
隅
、
彼
不
為
中
國
患
者
朕
決

不
伐
之
。
惟
西
北
胡
戎
世
為
中
國
患
、
不
可
不
謹
備
之
耳
。
卿
等
當
記
所
言
知
朕
此
意⑥

。

即
ち
、
王
朝
の
宿
敵
で
あ
る
元
の
残
存
勢
力
を
除
き
、
外
国
と
の
摩
擦
を
処
理
す
る
際
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
軍
事
手
段
で
は
な
く
、

外
交
手
段
を
用
い
て
対
処
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
洪
武
帝
の
対
外
政
策
に
は
保
守
性
・
消
極
性
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、後
世
の
永
楽
帝
と
比
べ
て
洪
武
帝
は
対
外
的
に
消
極
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
檀
上
氏
﹇
二
〇
一
三
﹈
は
、

洪
武
帝
が
北
方
の
防
備
を
固
め
て
万
里
の
長
城
一
線
に
防
衛
軍
を
設
置
し
、
海
防
強
化
の
た
め
に
海
禁
を
実
施
し
、「
不
征
国
」
を
規
定

し
て
海
外
遠
征
を
厳
禁
す
る
と
い
っ
た
一
連
の
消
極
策
を
採
る
の
に
対
し
て
、
永
楽
帝
は
五
度
に
わ
た
っ
て
漠
北
を
親
征
し
、
女
真
の

地
を
威
服
し
て
ヌ
ル
カ
ン
都
司
を
建
設
し
、
安
南
を
征
服
し
て
交
趾
布
政
司
を
設
置
し
、
六
度
に
わ
た
っ
て
大
航
海
を
行
う
と
い
っ
た

事
業
を
成
し
遂
げ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
洪
武
帝
の
内
向
主
義
を
明
初
に
喚
起
さ
れ
た
儒
教
的
原
理
主
義
に
原
因
付
け

て
い
る⑦

。
勿
論
、
洪
武
帝
は
個
人
的
に
非
常
に
儒
教
的
原
理
主
義
を
重
ん
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
洪
武
帝
が
対
外
的
に
保
守
的
に
な
る

こ
と
に
は
、
個
人
の
理
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
重
要
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
を
探
る
の
に
、
ま
ず
当
時
の
国

際
情
勢
を
よ
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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呉
元
年
十
月
二
十
一
日
、
江
南
地
方
を
統
一
し
た
呉
王
朱
元
璋
は
、
淮
水
以
北
を
支
配
し
て
い
る
元
を
打
倒
す
る
た
め
に
、
右
丞
相

信
國
公
徐
達
を
征
虜
大
將
軍
に
、
平
章
掌
軍
國
重
事
鄂
國
公
常
遇
春
を
征
虜
副
將
軍
に
任
命
し
、
二
十
五
万
の
大
軍
を
発
し
て
淮
水
を

渡
り
、
北
伐
を
開
始
す
る⑧

。
そ
し
て
翌
年
一
月
に
、
朱
元
璋
は
帝
位
に
即
き
、
国
号
を
大
明
と
し
、
年
号
を
洪
武
と
し
、
新
王
朝
の
樹

立
を
宣
言
す
る⑨

。
洪
武
元
年
八
月
二
日
、
一
年
に
も
満
た
な
い
間
に
、
徐
達
が
元
大
都
を
陥
落
さ
せ
、
中
原
地
域
を
明
の
支
配
下
に
納

め
る⑩

。
洪
武
三
年
四
月
、
徐
達
が
瀋
兒
峪
口
に
て
コ
コ
・
テ
ム
ル
を
撃
破
し
、
西
北
地
域
を
平
定
す
る⑪

。
同
年
五
月
に
、
李
文
忠
が
應

昌
を
陥
落
さ
せ
、
元
太
子
の
ア
ユ
ル
シ
リ
ダ
ラ
が
漠
北
の
カ
ラ
コ
ル
ム
に
逃
亡
す
る⑫

。

こ
こ
に
お
い
て
、
北
中
国
の
戦
線
に
お
い
て
、
明
が
陰
山
山
脈
以
南
の
元
軍
を
ほ
ぼ
駆
除
す
る
。
た
だ
し
、
元
太
子
の
ア
ユ
ル
シ
リ

ダ
ラ
が
カ
ラ
コ
ル
ム
で
皇
位
を
継
ぎ
、
年
号
を
宣
光
と
し
、
大
元
の
国
号
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
コ
・
テ
ム
ル
が
右
丞
相
に

就
き
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
。
つ
ま
り
、
元
は
明
に
中
国
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
滅
亡
し
て
い
な
か
っ
た
。
カ
ラ
コ
ル
ム

政
権
は
依
然
と
し
て
強
大
の
軍
力
を
保
持
し
、
明
と
対
峙
し
続
け
る
。
ま
た
、
遼
東
に
て
ナ
ガ
チ
ュ
が
勢
力
を
保
ち
、
カ
ラ
コ
ル
ム
政

権
の
側
翼
と
な
る
。
ま
た
、
雲
南
に
梁
王
バ
ツ
ァ
ラ
ワ
ル
ミ
が
割
拠
し
、
元
に
忠
誠
を
尽
く
し
、
明
と
対
抗
す
る
。
さ
ら
に
、
中
央
ア

ジ
ア
に
テ
ィ
ム
ー
ル
帝
国
が
勃
興
す
る
。
つ
ま
り
、
明
は
北
と
西
の
二
方
面
に
モ
ン
ゴ
ル
系
の
勢
力
に
包
囲
さ
れ
た
。
加
え
て
、
海
洋

で
は
倭
寇
が
活
動
し
、
東
の
沿
岸
部
に
頻
り
に
侵
犯
す
る
。
凄
ま
じ
い
勢
い
で
中
国
を
統
一
し
、
大
陸
に
覇
権
を
唱
え
る
新
興
の
明
に

と
っ
て
、
四
方
が
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
方
、
元
末
の
戦
乱
を
経
て
、
建
国
初
期
の
明
は
人
力
・
物
力
に
お
い
て
疲
弊
し
て
い
た
。
洪
武
十
四
年
に
行
わ
れ
た
一
回
目
の
国

勢
調
査
に
よ
る
と
、
全
国
の
戸
数
は
一
千
六
十
五
萬
四
千
三
百
六
十
二
戸
で
あ
り
、
人
口
は
五
千
九
百
八
十
七
萬
三
千
三
百
五
口
で
あ

り
、耕
地
は
三
百
六
十
六
萬
七
千
七
百
一
十
五
頃
四
十
九
畝
で
あ
っ
た⑬

。
洪
武
二
十
四
年
に
行
わ
れ
た
二
回
目
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、

全
国
の
戸
数
は
一
千
六
十
八
萬
四
千
四
百
三
十
五
戸
で
あ
り
、
人
口
は
五
千
六
百
七
十
七
萬
四
千
五
百
六
十
一
口
で
あ
り
、
耕
地
は
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三
百
八
十
七
萬
四
千
七
百
四
十
六
頃
七
十
三
畝
で
あ
っ
た⑭

。
洪
武
十
四
年
以
前
は
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
ず
、
具
体
的
な
数
値
が
把
握
で

き
な
い
が
、
右
記
の
数
値
よ
り
も
人
口
も
耕
地
も
少
な
い
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
。
十
数
年
間
に
わ
た
っ
て
平
和
が
続
き
、
休
養

や
墾
田
が
行
わ
れ
、
人
口
と
耕
地
が
よ
う
や
く
右
記
の
数
値
に
達
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
洪
武
年
間
は
決
し
て
豊
か
時
代
と
は
言
え
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
洪
武
帝
は
新
王
朝
の
安
泰
の
た
め
に
、
王
朝
の
脅
威
に
な
ら
ざ
る
東
と
南
の
諸
国
を
懐
柔
し
、
必
要
以
上
の
国
力
消

耗
を
回
避
し
、
宿
敵
の
元
に
集
中
し
た
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
外
交
事
件
を
時
系
列
に
提
示
し
な
が
ら
、
こ
の
論
点
を
検
証
し
て
い

こ
う
。

二
、
大
都
占
領
か
ら
嶺
北
敗
戦

建
国
初
期
の
明
に
と
っ
て
、
外
交
上
に
最
も
優
先
す
べ
き
課
題
は
対
元
関
係
で
あ
っ
た
。
積
極
的
に
親
征
を
行
い
、
モ
ン
ゴ
ル
諸
部

に
打
撃
を
加
え
た
永
楽
帝
と
比
べ
て
、
洪
武
帝
は
防
衛
を
重
視
し
、
漠
北
遠
征
を
慎
重
に
し
て
い
た
。
宮
崎
氏
﹇
一
九
六
九
﹈
は
、
洪

武
帝
が
北
方
に
対
し
て
退
嬰
策
を
採
る
原
因
に
つ
い
て
、
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
明
の
都
が
揚
子
江
流
域
に
置
か
れ
て
お

り
、
蒙
古
・
満
州
な
ど
の
北
方
の
地
と
あ
ま
り
に
も
地
理
的
に
離
れ
て
お
り
、
こ
の
遠
隔
の
蕃
地
を
内
地
化
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。

第
二
に
、
洪
武
五
年
に
徐
達
の
率
い
る
蒙
古
遠
征
軍
が
大
惨
敗
を
蒙
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
洪
武
帝
は
蒙
古
全
土
を
平
定
す
る
こ
と

を
諦
め
、
中
国
人
の
彊
域
を
領
土
と
し
た
単
一
民
族
国
家
の
成
立
を
図
る⑮

。

し
か
し
、
明
の
対
元
交
渉
の
記
録
を
見
る
と
、
洪
武
帝
が
最
初
か
ら
漠
北
の
地
を
領
内
に
納
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
洪
武
三
年
十
月
に
、
洪
武
帝
が
元
主
ア
ユ
ル
シ
リ
ダ
ラ
を
招
諭
す
る
際
に
、
も
し
使
者
を
遣
わ
し
て
来
朝
し
、
臣
服
の
意

を
表
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
漠
北
で
独
立
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
を
許
す
と
い
う
趣
旨
を
元
側
に
伝
え
る⑯

。
即
ち
、
洪
武
帝
は
最
初
か
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ら
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を
殲
滅
し
、
漠
北
の
地
を
領
内
に
編
入
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
が
依
然

と
し
て
正
統
王
朝
と
自
称
し
、
天
下
恢
復
を
企
図
す
る
の
を
決
し
て
許
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
ア
ユ
ル
シ
リ
ダ
ラ
が
明
に
使
者

を
遣
わ
し
、
名
義
的
に
帰
順
し
て
平
和
を
約
束
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
の
独
立
を
許
容
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ

以
降
の
漠
北
遠
征
は
領
土
征
服
の
戦
で
は
な
く
、
交
渉
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
で
き
な
い
ま
ま
に
武
力
に
よ
っ
て
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を

殲
滅
す
る
た
め
の
強
硬
策
で
あ
っ
た
。

洪
武
帝
は
洪
武
三
年
に
三
回
に
わ
た
っ
て
漠
北
方
面
に
交
渉
を
持
ち
か
け
、
ア
ユ
ル
シ
リ
ダ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
ら

を
招
諭
し
よ
う
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
る⑰

。
遼
東
方
面
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
洪
武
三
年
の
九
月
に
遼
陽
官
民
に
詔
諭
し
、

帰
順
を
勧
誘
す
る⑱

。
翌
年
六
月
、
故
元
右
丞
相
張
良
佐
・
左
丞
相
房
暠
が
明
朝
廷
に
帰
順
を
申
し
立
て
、
元
か
ら
授
か
っ
た
印
章
・
金

牌
を
上
納
す
る⑲

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
明
は
遼
東
地
方
に
進
出
す
る
。
但
し
、
明
の
支
配
は
遼
陽
を
中
心
と
す
る
一
部
の
地
域
に
止
ま
り
、

そ
の
以
北
に
お
い
て
は
ナ
ガ
チ
ュ
が
金
山
に
据
わ
り
、
軍
事
力
を
保
持
し
、
し
ば
し
ば
明
領
に
侵
攻
し
て
い
た
。

カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
に
対
し
、
洪
武
帝
は
和
平
交
渉
に
よ
る
問
題
解
決
を
断
念
し
、
遂
に
武
力
行
使
に
踏
み
切
る
。
洪
武
五
年
正
月
、

魏
國
公
徐
達
は
洪
武
帝
に
対
し
、
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を
滅
亡
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
進
言
し
、
洪
武
帝
は
そ
れ
を

採
決
し
、
兵
力
十
五
万
を
動
員
し
、
魏
國
公
徐
達
に
中
路
軍
を
、
曹
國
公
李
文
忠
に
東
路
軍
を
、
宋
國
公
馮
勝
に
西
路
軍
を
統
率
さ
せ
、

漠
北
征
討
を
敢
行
す
る⑳

。
そ
の
結
果
、
兵
力
の
分
散
が
失
策
と
な
り
、
三
路
軍
の
中
に
徐
達
の
中
路
軍
と
李
文
忠
の
東
路
軍
が
敗
戦
し
、

撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る㉑

。
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を
殲
滅
す
る
と
い
う
本
来
の
目
標
が
達
成
さ
れ
な
い
上
に
、
明
は
数
多
く
の
兵
力
を
失

い
、
す
ぐ
に
再
び
漠
北
に
兵
鋒
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
は
一
旦
安
定
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら

数
年
の
間
、
明
・
元
両
国
は
大
き
な
戦
闘
を
起
こ
さ
ず
、
対
峙
し
続
け
る
。
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三
、
高
麗
を
め
ぐ
る
明
・
元
外
交
合
戦

不
利
な
外
部
情
勢
を
打
破
す
る
た
め
に
、
洪
武
帝
が
考
え
た
の
は
朝
貢
体
系
の
再
建
で
あ
る
。
洪
武
帝
は
洪
武
元
年
か
ら
洪
武
五
年

に
か
け
て
、
高
麗
・
安
南
・
日
本
・
チ
ャ
ン
パ
・
ジ
ャ
ワ
・
琉
球
な
ど
の
諸
国
に
国
書
を
送
り
、
元
の
正
統
性
を
否
定
し
、
明
の
建
国

を
宣
告
し
、
諸
国
に
朝
貢
を
勧
誘
す
る㉒

。
古
く
か
ら
形
成
さ
れ
た
中
原
王
朝
を
中
心
と
す
る
朝
貢
体
系
は
唐
帝
国
の
解
体
を
以
っ
て
既

に
断
絶
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
五
代
十
国
の
乱
世
を
経
て
、
宋
は
よ
う
や
く
統
一
を
果
た
し
た
が
、
や
む
を
え
ず
北
方
の
宿
敵
で
あ

る
遼
・
金
に
対
等
の
関
係
を
認
め
た
。
東
ア
ジ
ア
大
陸
で
は
始
め
て
二
人
の
皇
帝
が
認
め
合
う
状
況
が
で
き
、
そ
れ
が
数
百
年
も
続
い

て
い
た
。
そ
し
て
、
明
の
興
起
に
よ
り
、
朝
貢
体
系
が
再
び
復
活
す
る
。
こ
こ
で
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朝
貢
体
系
と
冊

封
体
系
と
が
同
様
な
概
念
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
朝
貢
と
は
、
明
が
周
辺
諸
国
に
勘
合
を
発
給
し
、
そ
の
国
か
ら
の
使
者
の
入
貢
を

容
認
し
、
即
ち
相
手
国
と
の
間
に
国
交
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
冊
封
と
は
、
明
が
正
式
な
冊
封
儀
式
を
通
じ
て
、
周
辺
諸
国
の
君
主
に

称
号
を
与
え
、
即
ち
政
治
的
に
相
手
国
の
君
主
の
正
統
性
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
明
と
周
辺
諸
国
と
の
間
に
冊
封
関
係
が
成
立
す

る
こ
と
に
は
、
朝
貢
関
係
の
存
在
が
前
提
で
あ
る
が
、
逆
に
朝
貢
関
係
の
み
が
存
在
し
、
冊
封
関
係
が
成
立
し
な
い
場
合
は
多
く
あ
る
。

実
際
に
洪
武
年
間
に
お
い
て
、
明
か
ら
冊
封
を
受
け
た
国
が
極
少
数
で
あ
る
。

明
の
朝
貢
国
の
中
で
、
最
も
戦
略
的
重
要
度
が
高
い
の
は
高
麗
で
あ
る
。
高
麗
は
従
来
元
の
属
国
で
あ
り
、
そ
の
国
王
も
代
々
元
と

の
婚
姻
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。
明
に
と
っ
て
は
、
一
旦
高
麗
が
元
側
に
加
担
す
る
と
、
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
・
遼
東
の
ナ
ガ
チ
ュ
・
雲

南
の
梁
王
そ
し
て
高
麗
と
い
う
大
包
囲
網
が
形
成
さ
れ
、
戦
略
的
に
非
常
に
不
利
な
状
況
に
陥
る
。

洪
武
元
年
の
十
二
月
に
、
明
が
符
寶
郎
の
偰
斯
を
遣
わ
し
、
高
麗
に
明
の
建
国
を
通
告
す
る㉓

。
実
際
の
と
こ
ろ
、
高
麗
は
同
年
の
九

月
に
既
に
明
軍
の
大
都
制
圧
と
い
う
状
況
を
把
握
し
て
い
た㉔

。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
高
麗
は
ま
だ
元
と
の
冊
封
関
係
を
維
持
し
て
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い
る㉕

。
同
年
の
十
一
月
、
元
使
が
高
麗
に
到
来
し
、
明
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
高
麗
と
の
連
携
を
強
め
よ
う
と
交
渉
す
る㉖

。
そ
れ
に
、

そ
の
翌
年
の
洪
武
二
年
、
元
使
が
ま
た
高
麗
に
到
来
し
、
高
麗
王
王
顓
を
元
の
右
丞
相
と
進
め
る㉗

。
明
か
ら
攻
勢
を
凌
ぎ
切
れ
ず
、
北

方
草
原
へ
敗
退
し
つ
つ
あ
る
元
に
と
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
高
麗
を
味
方
に
し
よ
う
と
、
積
極
的
に
接
触
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

高
麗
は
洪
武
二
年
の
三
月
に
元
へ
使
者
を
遣
わ
し
、
聖
節
を
賀
し
、
謝
恩
の
表
を
上
げ
る
が
、
道
が
塞
が
り
、
使
者
が
途
中
で
帰
還
す

る㉘

。
高
麗
に
と
っ
て
は
、
自
国
益
優
先
と
い
う
立
場
か
ら
、
明
と
元
の
二
大
勢
力
の
天
下
争
奪
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
。
い
ず
れ

明
が
元
に
勝
つ
と
見
込
み
、
高
麗
は
元
か
ら
の
交
渉
を
消
極
的
に
対
応
す
る
。

一
方
で
、
偰
斯
ら
が
洪
武
一
年
の
末
に
京
師
應
天
を
発
ち
、
海
路
に
辿
り
、
洪
武
二
年
の
三
月
に
よ
う
や
く
高
麗
に
到
着
す
る㉙

。
そ

れ
に
対
し
て
、
高
麗
は
同
年
の
五
月
に
禮
部
尚
書
の
洪
尚
載
等
を
明
へ
遣
わ
し
、
謝
恩
の
表
を
上
げ
、
方
物
を
貢
ぎ
、
冊
封
を
請
う㉚

。

同
年
の
八
月
に
、
明
が
高
麗
国
王
王
顓
を
冊
封
し
よ
う
と
、
偰
斯
に
命
じ
て
詔
お
よ
び
金
印
・
誥
文
を
王
顓
に
齎
す㉛

。
偰
斯
が
高
麗
人

の
成
准
を
伴
わ
せ
、
洪
武
三
年
の
五
月
に
高
麗
に
到
着
す
る
。
王
顓
が
明
か
ら
の
冊
封
を
受
け
、
ま
た
頒
賜
物
と
し
て
大
統
暦
や
冠
・

服
・
楽
器
の
ほ
か
に
、
六
経
四
書
・
漢
書
・
通
鑑
な
ど
の
書
物
を
賜
わ
る32

。
洪
武
三
年
の
時
点
で
、
明
と
高
麗
の
冊
封
関
係
は
正
式
に

成
立
し
た
。

こ
の
時
期
に
は
元
が
積
極
的
に
高
麗
に
対
し
て
外
交
工
作
を
試
み
た
事
例
も
見
ら
れ
る
。
洪
武
二
年
八
月
、
元
の
中
書
省
及
び
に
太

尉
・
丞
相
ら
が
高
麗
に
使
者
を
遣
わ
し
、
禮
物
を
齎
す33

。
ま
た
、
同
年
の
九
月
、
吳
王
・
淮
王
・
雙
哈
達
王
ら
も
馬
四
十
余
匹
を
齎
し
、

婚
姻
関
係
を
求
め
る
が
、
王
顓
が
そ
れ
を
断
る34

。
洪
武
三
年
九
月
、
コ
ゴ
・
テ
ム
ル
が
使
者
を
高
麗
に
遣
わ
す35

。
結
局
、
王
顓
政
権
は

元
の
一
連
の
交
渉
に
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
、
返
答
し
な
か
っ
た
。
洪
武
三
年
の
八
月
、
高
麗
か
ら
派
遣
さ
れ
た
三
司
使
の
姜
德
贊
が

明
に
到
来
し
、
謝
恩
の
表
を
上
げ
、
方
物
を
貢
ぎ
、
元
か
ら
授
か
っ
た
金
印
を
上
納
す
る36

。
こ
れ
は
高
麗
が
元
と
の
冊
封
関
係
を
放
棄

す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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洪
武
一
年
か
ら
洪
武
三
年
の
間
、
高
麗
を
め
ぐ
る
明
と
元
の
外
交
合
戦
で
は
、
明
が
勝
利
を
納
め
、
高
麗
が
元
と
の
冊
封
関
係
を
放

棄
し
、
明
と
冊
法
関
係
を
締
結
す
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
高
麗
は
元
と
の
国
交
を
断
ち
、
明
側
に
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
も

大
き
な
理
由
は
国
際
情
勢
の
推
移
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
呉
元
年
か
ら
洪
武
三
年
の
間
、
明
は
北
伐
に
よ
り
、
山
東
・
河
南
な
ど

の
中
原
各
地
を
攻
略
し
、
大
都
・
應
昌
な
ど
の
重
要
都
市
を
陥
落
さ
せ
、
元
を
北
方
草
原
へ
敗
退
さ
せ
た
。
天
下
争
覇
戦
に
お
い
て
は
、

明
が
元
に
勝
と
う
と
見
積
も
っ
て
い
る
高
麗
は
、
敗
者
で
あ
る
元
に
加
担
す
る
わ
け
が
な
い
。
ま
た
、
于
氏
﹇
二
〇
〇
六
﹈
は
高
麗
の

内
政
状
況
を
分
析
し
、
王
顓
が
元
と
婚
姻
関
係
を
持
つ
親
元
派
政
治
集
団
の
勢
力
を
忌
避
し
、
彼
ら
を
弾
圧
し
、
王
権
を
強
化
す
る
た

め
に
、
元
と
の
冊
封
関
係
を
放
棄
す
る
と
指
摘
し
て
い
る37

。

四
、
倭
寇
問
題
と
明
・
日
交
渉

既
に
元
の
時
代
か
ら
、
倭
寇
が
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
の
沿
岸
部
に
頻
繁
に
侵
擾
し
て
い
た
。
洪
武
年
間
に
お
け
る
倭
寇
発
生
の
原

因
に
つ
い
て
、
鄭
氏
﹇
二
〇
一
三
﹈
は
激
動
し
た
日
本
南
北
朝
の
乱
世
で
、
日
本
西
国
方
面
の
武
士
団
や
海
賊
団
が
食
糧
や
男
女
を
求

め
て
、
半
島
や
大
陸
の
沿
岸
部
を
略
奪
し
た
と
指
摘
し
て
い
る38

。

洪
武
年
間
の
倭
寇
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
『
明
太
祖
實
録
』
に
記
載
さ
れ
る
倭
寇
に
関
す
る
記
事
を
統
計
し
、
時
間
と
地
域

を
分
け
て
表
七
に
整
理
し
た
。
表
七
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、洪
武
時
代
の
倭
寇
事
件
は
三
十
五
件
に
上
っ
て
い
る
。
時
間
か
ら
見
れ
ば
、

倭
寇
の
発
生
件
数
が
最
も
多
い
の
は
洪
武
一
年
か
ら
五
年
ま
で
の
間
（
十
三
件
）
で
あ
り
、
次
に
多
い
の
は
洪
武
六
年
か
ら
十
年
ま
で
の

間
（
六
件
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
洪
武
一
年
か
ら
十
年
ま
で
の
十
年
間
に
は
、
倭
寇
事
件
が
十
九
件
も
あ
り
、
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め

て
い
る
。
洪
武
初
期
が
倭
寇
問
題
の
最
も
深
刻
な
時
期
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
地
域
か
ら
見
れ
ば
、
倭
寇
の
発
生
件
数
が
最
も
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多
い
の
は
浙
江
地
方
（
十
三
件
）
で
あ
り
、
次
に
多
い
の
は
山
東
・
遼
東
地
方
（
九
件
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
浙
江
地
方
と
山
東
・
遼
東
地

方
が
最
も
倭
寇
の
被
害
を
蒙
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
洪
武
年
間
に
お
け
る
倭
寇
の
渡
航
ル
ー
ト
は
、
朝
鮮
半
島
の
沿
岸
部
を
沿
っ
て
遼

東
・
山
東
に
渡
る
ル
ー
ト
の
他
に
、
東
シ
ナ
海
を
横
断
し
て
浙
江
に
渡
る
ル
ー
ト
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

倭
寇
鎮
圧
の
協
力
を
要
請
す
る
た
め
、
洪
武
帝
は
最
初
に
大
宰
府
を
支
配
す
る
懐
良
親
王
に
交
渉
を
持
ち
か
け
る
。
洪
武
二
年
二
月

に
、
洪
武
帝
は
楊
載
を
日
本
に
遣
わ
し
て
国
書
を
送
り
、
明
の
建
国
を
告
知
し
、
朝
貢
を
催
促
し
、
倭
寇
鎮
圧
の
協
力
を
要
請
す
る
。

そ
の
文
中
で
は
、
洪
武
帝
が
懐
良
親
王
に
も
し
倭
寇
禁
圧
に
協
力
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
大
船
団
を
以
っ
て
討
伐
す
る
と
恫
喝
し
て
い

る39

。
し
か
し
、
国
書
送
付
に
懐
良
親
王
か
ら
の
返
答
は
な
い
。
そ
の
恫
喝
は
あ
く
ま
で
文
句
に
止
ま
り
、
実
行
に
は
移
ら
な
い
。
何
故

な
ら
、
全
国
各
地
の
動
乱
を
平
定
し
、
元
を
中
土
か
ら
駆
逐
し
た
ば
か
り
の
明
に
と
っ
て
は
、
疲
弊
し
た
国
力
を
回
復
す
る
の
が
第
一

要
務
で
あ
っ
た
。
大
軍
を
発
し
て
日
本
を
征
討
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
大
き
か
っ
た
。
万
が
一
失
敗
し
た
場
合
、
さ
ら
に
国
力
を
疲
弊
さ

せ
、
元
の
南
下
を
防
げ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

日
本
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
交
渉
を
続
け
、
洪
武
三
年
三
月
に
、
莱
州
府
同
知
の
趙
秩
を
遣
わ
し
、
懐
良
親
王
に
国
書
を
送
る40

。
今

回
の
交
渉
は
成
功
す
る
。
洪
武
四
年
十
月
に
、
懐
良
親
王
が
使
僧
の
祖
来
を
遣
わ
し
、
表
箋
を
進
め
、
方
物
を
貢
ぐ
。
ま
た
、
倭
寇
に

攫
わ
れ
た
明
州
・
台
州
の
男
女
七
十
人
を
送
還
す
る
。
洪
武
帝
が
徂
来
ら
に
文
綺
・
皂
・
僧
衣
な
ど
を
賜
う
。
ま
た
、
僧
使
の
祖
闡
・

克
勤
ら
を
遣
わ
し
、
懐
良
親
王
に
大
統
暦
お
よ
び
文
綺
・
紗
羅
を
賜
い
、
冊
封
を
行
う41

。
と
こ
ろ
が
、
祖
闡
・
克
勤
ら
が
九
州
に
至
っ

た
時
に
は
、
北
朝
勢
力
が
す
で
に
大
宰
府
を
占
領
し
、
そ
の
冊
封
は
懐
良
親
王
に
伝
わ
ら
な
い42

。
そ
の
後
、
洪
武
帝
は
海
防
を
強
化
し
、

独
力
で
倭
寇
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
流
れ
の
中
、
最
も
重
大
な
事
件
は
市
舶
司
の
廃
止
で
あ
る
。
洪
武
七
年
九
月
に
、

明
州
・
泉
州
・
廣
州
の
三
市
舶
司
が
同
時
に
廃
止
さ
れ
る43

。
市
舶
司
廃
止
の
理
由
は
沿
岸
部
の
治
安
維
持
体
制
の
強
化
で
あ
る
。
檀
上

氏
﹇
二
〇
一
三
﹈ 

は
、
洪
武
年
間
の
市
舶
司
は
永
楽
以
降
の
市
舶
司
と
異
な
っ
て
、
各
国
の
朝
貢
使
団
を
接
待
す
る
機
関
で
は
な
く
、
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宋
・
元
時
代
の
ま
ま
国
内
の
海
商
に
渡
航
許
可
証
を
発
給
す
る
機
関
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る44

。
な
ら
ば
、
洪
武
七
年
の
市
舶
司
の
廃

止
は
各
国
の
来
貢
を
閉
鎖
す
る
措
置
で
は
な
く
、
自
国
人
民
の
海
外
渡
航
を
禁
止
す
る
措
置
で
あ
る
。
即
ち
、
沿
岸
部
の
治
安
を
維
持

す
る
た
め
の
海
禁
策
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
洪
武
七
年
に
市
舶
司
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
も
、
高
麗
や
日
本
な
ど
の
諸
国

の
使
者
が
容
易
に
京
師
應
天
に
入
り
、
朝
貢
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
北
朝
側
の
足
利
義
満
も
朝
貢
貿
易
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
洪
武
七
年
六
月
、
足
利
義
満
は
使
僧
の
聞
渓
ら
を
明
に
遣
わ
し
、

書
を
送
り
、
方
物
を
貢
ぐ
。
洪
武
帝
は
聞
渓
ら
が
齎
し
た
書
に
表
文
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
貢
を
却
下
す
る45

。
ま
た
、
そ
の
時

に
島
津
越
後
守
氏
久
も
僧
侶
の
道
幸
ら
を
遣
わ
し
、
表
を
進
め
て
方
物
を
貢
ぐ
。
洪
武
帝
は
氏
久
が
本
国
の
命
を
受
け
ず
に
、
分
を
越

え
て
私
的
に
入
貢
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
貢
を
却
下
す
る46

。
要
す
る
に
、
儒
教
的
正
統
論
を
重
要
視
す
る
洪
武
帝
は
天
皇
の
臣
下

に
過
ぎ
な
い
義
満
や
氏
久
ら
の
入
貢
を
決
し
て
受
け
容
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
側
の
権
力
者
が
明
に
朝
貢
す
る
際
に
は
、「
日
本

国
王
良
懐
」
と
詐
称
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

洪
武
十
三
年
一
月
、
胡
惟
庸
謀
反
事
件
が
発
生
す
る
。
胡
惟
庸
の
罪
状
の
中
に
は
指
揮
林
賢
を
海
外
に
遣
わ
し
、
倭
軍
を
招
き
入
れ
、

謀
反
を
企
て
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る47

。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
洪
武
帝
は
日
本
と
の
国
交
を
断
絶
し
、
以
降
日
本
か
ら
の
入

貢
を
一
切
拒
否
す
る
。
ま
た
、
同
年
の
十
二
月
と
翌
年
の
七
月
に
、
二
回
に
わ
た
っ
て
日
本
に
移
文
を
送
り
、
日
本
国
王
や
征
夷
大
将

軍
足
利
義
満
ら
を
譴
責
す
る48

。
洪
武
帝
に
と
っ
て
、
明
と
冊
封
関
係
が
な
い
日
本
に
対
す
る
可
能
な
制
裁
手
段
は
国
交
の
断
絶
と
譴
責

文
の
発
送
の
み
で
あ
っ
た
。
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五
、
各
国
貢
期
の
制
限
に
つ
い
て

洪
武
五
年
の
十
月
に
、
高
麗
は
同
知
密
直
司
事
の
金
湑
を
京
師
に
遣
わ
し
、
正
旦
を
賀
す49

。
そ
れ
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
正
旦
ま
で

ま
だ
遠
い
た
め
、
金
湑
を
帰
国
さ
せ
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
洪
武
帝
は
高
麗
の
朝
貢
が
頻
繁
す
ぎ
る
た
め
、
古
来
の
礼
に
よ
っ
て
、

そ
の
貢
期
を
三
年
一
聘
あ
る
い
は
一
年
一
聘
に
す
べ
し
と
中
書
省
に
諭
す
。
ま
た
、
チ
ャ
ン
パ
・
安
南
・
チ
ョ
ー
ラ
・
ジ
ャ
ワ
・
ブ
ル

ネ
イ
・
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
・
シ
ャ
ム
・
ク
メ
ー
ル
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
同
じ
く
朝
貢
の
回
数
を
減
ら
す
と
い
う
こ
と
を

命
令
す
る50

。
こ
れ
に
よ
っ
て
洪
武
帝
は
従
来
の
よ
う
に
各
国
の
入
貢
を
勧
誘
す
る
と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
を
改
め
、
各
国
入
貢
の
回
数

を
抑
制
す
る
と
う
消
極
策
に
転
じ
た
。

そ
の
背
後
の
理
由
と
し
て
同
年
の
五
月
に
徐
達
ら
が
率
い
る
遠
征
軍
が
カ
ラ
コ
ル
ム
で
惨
敗
を
喫
し
、
多
く
の
兵
士
が
戦
死
し
、
明

の
国
力
が
大
い
に
損
失
し
た
（
同
注
二
一
を
参
照
）。
そ
の
後
、
洪
武
帝
は
出
費
を
節
約
し
、
国
力
の
回
復
を
図
り
、
外
交
の
面
に
お
い
て

は
、
各
国
が
頻
繁
に
来
貢
す
る
と
、
使
者
団
の
食
費
・
宿
泊
費
・
交
通
費
な
ど
が
多
大
な
負
担
と
な
る
た
め
、
各
国
入
貢
の
回
数
を
抑

制
し
、
以
っ
て
外
交
に
か
か
る
経
費
を
削
減
し
た
。

以
降
、
明
が
高
麗
か
ら
の
朝
貢
回
数
を
意
図
的
に
減
ら
す
事
例
が
幾
つ
か
あ
る
。
洪
武
六
年
二
月
、
高
麗
は
鄭
庇
を
遣
わ
し
、
京
師

應
天
に
赴
き
、
馬
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
遼
陽
城
で
進
路
を
阻
ま
れ
る
。
定
遼
衛
は
聖
旨
に
よ
り
高
麗
が
海
路
に
よ
る
朝
貢

し
か
許
可
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
に
鄭
庇
ら
の
入
城
を
拒
否
す
る51

。
同
年
の
四
月
に
、高
麗
が
判
密
直
司
の
盧
禎
を
遣
わ
し
て
来
貢
し
、

そ
の
貢
が
無
事
に
達
成
す
る52

が
、
同
年
の
十
月
に
、
高
麗
が
ま
た
大
護
軍
の
金
甲
雨
を
遣
わ
し
て
来
貢
す
る
。
明
は
そ
の
貢
ぐ
馬
五
十

匹
の
中
で
、
二
匹
が
途
中
で
死
に
、
金
甲
雨
が
私
馬
で
そ
の
数
を
足
し
た
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
来
貢
を
却
下
す
る53

。
ま
た
、
洪
武
六

年
十
二
月
に
、
高
麗
は
密
直
副
使
の
鄭
庇
を
遣
わ
し
、
来
年
の
正
旦
を
賀
し
、
方
物
を
貢
ぐ54

。
そ
れ
は
洪
武
七
年
の
朝
貢
と
見
な
せ
ば
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よ
か
ろ
う
。
洪
武
七
年
の
二
月
に
、
高
麗
は
密
直
副
使
の
鄭
庇
・
判
事
の
禹
仁
烈
な
ど
を
遣
わ
し
て
来
貢
す
る55

。
鄭
庇
ら
は
同
年
の
五

月
に
京
師
應
天
に
到
着
し
、
陸
路
に
よ
る
朝
貢
と
毎
歳
入
貢
と
い
う
二
つ
の
事
項
を
要
請
す
る
。
明
は
高
麗
の
朝
貢
を
不
誠
と
し
、
そ

の
貢
を
却
下
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
例
年
に
貢
ぐ
は
ず
の
白
苧
布
が
貢
物
の
中
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
高
麗
側
が
そ
れ
を
大
府
監
に

送
っ
た
と
申
し
た
が
、
大
府
監
が
元
の
設
け
た
機
関
で
あ
り
、
明
が
そ
れ
を
設
け
て
い
な
い
。
ま
た
、
高
麗
の
要
請
を
全
て
拒
否
し
、

依
然
と
し
て
貢
期
を
三
年
一
貢
と
し
、
貢
路
を
海
路
と
す
る56

。
つ
ま
り
、
洪
武
五
年
十
月
以
来
、
明
朝
廷
は
意
図
的
に
高
麗
の
朝
貢
回

数
を
減
ら
そ
う
と
す
る
政
策
に
踏
み
入
れ
、
何
ら
か
の
理
由
を
つ
け
、
高
麗
の
朝
貢
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

洪
武
五
年
の
各
国
貢
期
の
制
限
と
洪
武
七
年
の
市
舶
司
の
廃
止
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
各
国
貢
期
の
制
限
は
外
国
と
の
朝
貢
貿
易

に
対
す
る
管
理
で
あ
り
、
市
舶
司
の
廃
止
は
民
間
の
私
貿
易
に
対
す
る
管
理
で
あ
っ
た
。
洪
武
帝
は
朝
貢
貿
易
で
あ
れ
民
間
貿
易
で
あ

れ
、
す
べ
て
政
治
主
導
で
一
括
管
理
し
て
お
り
、
決
し
て
政
府
の
管
理
か
ら
逸
脱
し
た
自
由
貿
易
を
容
認
し
な
か
っ
た
。

六
、
明
使
殺
害
事
件

洪
武
七
年
九
月
に
、
高
麗
国
王
王
顓
が
政
変
で
急
死
し
、
王

が
即
位
す
る
と
、
明
・
高
麗
の
国
交
が
急
に
冷
え
込
む
。
趙
氏

﹇
二
〇
一
〇
﹈
は
王
顓
急
死
の
真
相
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
親
明
外
交
を
行
っ
て
い
た
王
顓
が
親
元
派
政
治
集
団
の
反
発
を
受
け
、
暗

殺
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る57

。

洪
武
七
年
の
十
一
月
、
高
麗
が
密
直
使
の
張
子
溫
・
典
工
判
書
の
閔
伯
萱
な
ど
を
遣
わ
し
、
明
に
訃
報
を
出
し
、
且
つ
王
顓
へ
の
賜

諡
お
よ
び
新
王
王

の
承
襲
を
請
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
明
使
の
林
密
・
蔡
斌
ら
が
高
麗
よ
り
帰
国
す
る
途
中
で
護
送
官
の
金
義
に

よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。
金
義
は
蔡
斌
を
殺
害
し
、
林
密
を
人
質
に
し
、
後
に
元
に
亡
命
す
る
。
事
件
発
生
後
、
張
子
溫
・
閔
伯
萱
ら
が
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出
使
を
中
止
し
、
途
中
で
帰
還
す
る58

。
こ
の
事
件
が
明
・
高
麗
両
国
関
係
に
多
大
な
損
害
を
与
え
た
。

事
件
弁
明
の
た
め
に
、
高
麗
は
洪
武
八
年
の
一
月
に
、
あ
ら
た
め
て
判
宗
簿
寺
事
の
崔
源
を
明
に
派
遣
す
る59

。
崔
源
が
同
年
の
三
月

に
京
師
應
天
に
到
着
し
、
事
件
に
つ
い
て
弁
明
す
る
。
崔
源
は
事
件
に
つ
い
て
、
去
年
の
九
月
に
王
顓
が
亡
く
な
っ
た
後
、
王

は
使

者
を
遣
わ
し
て
訃
報
を
出
そ
う
と
し
た
が
、
途
中
で
盗
賊
に
阻
ま
れ
て
帰
還
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
金
義
な
る
者
が
明
使
の
蔡
斌
を
殺
害

し
、
林
實
周
を
捕
縛
し
、
国
に
帰
還
し
た
が
、
金
義
を
死
刑
に
処
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
洪
武
帝
は
あ
ま
り
崔
源
の
供
述
を

信
用
せ
ず
、
崔
源
の
身
柄
を
拘
束
し
、
別
に
使
者
を
高
麗
に
遣
わ
し
て
弔
祭
が
て
ら
調
査
を
行
な
う60

。
こ
こ
で
明
側
の
記
録
に
見
ら
れ

る
崔
源
の
供
述
が
、
高
麗
側
の
記
録
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
高
麗
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
金
義
が
元
に
亡
命
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く

は
高
麗
に
と
っ
て
明
使
を
殺
害
し
た
罪
人
を
逮
捕
し
な
い
と
立
場
が
不
利
に
な
る
の
で
、
崔
源
が
わ
ざ
と
虚
偽
の
供
述
を
し
た
で
あ
ろ

う
。
も
し
本
当
に
高
麗
側
が
金
義
を
確
保
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
処
刑
す
る
の
で
は
な
く
、
明
側
に
身
柄
を
引
き
渡
し
て
調
査
を

譲
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

こ
の
明
使
殺
害
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
洪
武
帝
は
政
治
制
裁
と
経
済
制
裁
と
い
っ
た
二
つ
の
手
段
を
用
い
て
、
高
麗
に
外
交
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
か
け
る
。
政
治
制
裁
と
い
う
の
は
、
洪
武
帝
が
一
貫
し
て
王

の
王
位
継
承
の
正
統
性
を
認
め
ず
、
冊
封
を
行
わ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
経
済
制
裁
と
い
う
の
は
、
洪
武
帝
が
王

の
冊
封
要
請
に
対
し
て
、
冊
封
の
条
件
と
し
て
莫
大
な
貢
物
を
要
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
が
セ
ッ
ト
と
な
り
、
相
互
補
完
の
形
を
成
し
て
い
る
。
洪
武
帝
は
ま
ず
冊
封
の
拒
否
と
い
う
手
段
を
使
い
、
王

に
政
治
的
圧
力
を
与
え
る
。
そ
れ
を
前
提
に
、
ま
す
ま
す
内
政
上
に
窮
迫
に
な
っ
た
王

に
莫
大
な
貢
物
を
要
求
し
、
経
済
的
利
益

を
搾
取
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
手
段
は
単
に
高
麗
に
対
す
る
外
交
制
裁
の
み
な
ら
ず
、
高
麗
を
牽
制
す
る
外
交
カ
ー
ド
で
も
あ
る
。

夫
馬
氏
﹇
二
〇
一
五
﹈
は
、
明
が
冊
封
を
外
交
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
し
、
元
に
向
か
お
う
と
す
る
高
麗
を
牽
制
す
る
と
指
摘
し
て
い
る61

。

洪
武
十
年
の
一
月
、
高
麗
は
ま
た
明
に
使
者
を
送
り
込
み
、
亡
く
な
っ
た
王
顓
へ
の
賜
諡
を
要
請
す
る
。
洪
武
帝
は
断
然
と
そ
の
要
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請
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
王
顓
が
そ
の
臣
下
に
殺
さ
れ
、
高
麗
が
王
顓
の
諡
号
を
請
っ
た
の
は
、
明
の
冊
命
を
借
り
て

そ
の
民
を
撫
で
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
る62

。
同
年
の
十
二
月
、
高
麗
が
ま
た
使
者
を
遣
わ
し
、
来
年
の
正
旦
を
賀
す
る
際
に
、
洪
武
帝

は
中
書
省
に
対
し
て
、
高
麗
の
元
国
王
の
王
顓
が
そ
の
臣
下
に
殺
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
数
年
し
き
り
に
使
者
を
遣
わ
し
て

入
貢
し
て
い
た
。
宜
し
く
人
を
遣
わ
し
て
現
在
の
王
位
継
承
者
に
つ
い
て
調
査
す
べ
し
。
も
し
、
そ
の
臣
下
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

確
実
に
政
令
を
発
し
て
い
る
な
ら
ば
、
今
年
ま
で
大
臣
を
派
遣
し
て
馬
千
匹
を
貢
ぎ
、
来
年
よ
り
金
百
斤
、
銀
一
万
両
、
馬
二
百
匹
、

細
布
一
万
を
歳
貢
し
、
そ
れ
に
高
麗
に
拘
束
さ
れ
た
遼
陽
の
民
間
人
を
送
還
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
王
位
が

真
実
で
、
政
令
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
と
い
う
諭
旨
を
出
す63

。
つ
ま
り
、
明
は
高
麗
に
莫
大
の
貢
物
を
要
求
し
、
そ
れ
を

条
件
と
し
て
王

の
王
位
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
簒
奪
に
よ
っ
て
王
位
を
手
に
入
れ
た
王

に
と
っ
て
、
明
か
ら
の
冊

命
に
よ
っ
て
自
ら
の
王
位
の
正
統
性
・
合
法
性
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一
方
、
高
麗
で
は
王

が
王
位
に
即
く
と
、
明
に
の
み
な
ら
ず
、
元
に
も
通
報
す
る64

。
王
顓
時
代
に
中
断
し
た
元
と
高
麗
の
交
渉
が

こ
れ
で
再
開
し
た
。
王
位
簒
奪
お
よ
び
明
使
殺
害
に
よ
っ
て
明
か
ら
怒
り
を
買
っ
た
王

に
と
っ
て
は
、
明
と
の
関
係
悪
化
に
備
え
て

元
と
連
携
を
取
り
合
う
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方
、
元
に
は
、
明
に
軍
事
的
に
対
抗
す
る
た
め
、
高
麗
と
の
同
盟
関
係
を
結
ぼ
う
と
い
う

狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
洪
武
十
年
二
月
に
、
王

は
元
か
ら
の
冊
命
を
受
け
、
明
の
洪
武
年
号
を
改
め
、
元
の
宣
光
年
号
を
行
な

う65

。
同
年
三
月
、
王

は
三
司
左
使
の
李
子
松
を
元
に
遣
わ
し
、
冊
命
を
感
謝
し
、
表
文
を
進
呈
す
る66

。
た
だ
し
、
王

は
元
か
ら
の

冊
封
を
受
け
た
も
の
の
、
元
と
軍
事
的
同
盟
を
結
び
、
共
に
明
と
交
戦
す
る
と
い
う
考
え
が
全
く
な
か
っ
た
。
洪
武
十
年
九
月
、
元
か

ら
ナ
ガ
チ
ュ
・
張
海
馬
部
と
協
力
し
て
共
に
明
の
遼
東
を
攻
め
る
と
い
う
要
請
が
高
麗
に
発
せ
ら
れ
た
が
、
高
麗
は
天
候
が
寒
く
て
草

木
が
枯
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
出
兵
要
請
を
断
る67

。
王

に
と
っ
て
は
、
明
か
ら
の
承
認
を
受
け
な
い
中
、
元
か
ら
冊
命
を
受
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
に
お
け
る
政
治
的
地
位
の
安
定
を
図
る
の
こ
そ
が
目
的
で
あ
っ
た
。
冊
封
に
対
し
て
、
高
麗
側
と
元
側
と
の
思
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わ
く
が
食
い
違
っ
た
。

王

は
元
か
ら
冊
封
を
受
け
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
仮
初
め
の
措
置
で
あ
り
、
明
か
ら
の
承
認
を
あ
き
ら
め
て
い
な
か
っ

た
。
洪
武
十
一
年
三
月
に
、
王

は
判
繕
工
寺
事
の
柳
藩
・
禮
儀
判
書
の
周
誼
を
遣
わ
し
、
賜
諡
お
よ
び
承
襲
を
請
う68

。
周
誼
ら
は
同

年
の
五
月
に
京
師
に
着
き
、
馬
六
十
匹
・
黒
白
布
百
疋
・
金
銀
器
用
を
貢
ぐ
。
明
は
周
誼
ら
の
貢
を
受
け
入
れ
、
且
つ
周
誼
ら
に
鈔
・

物
な
ど
を
賜
う
が
、
賜
諡
お
よ
び
承
襲
に
つ
い
て
相
変
わ
ら
ず
断
る69

。
同
年
の
六
月
に
明
は
こ
の
前
に
拘
束
し
た
崔
源
・
全
甫
・
李
之

富
な
ど
を
釈
放
し
、
帰
国
さ
せ
る70

。
同
年
の
十
月
に
、
高
麗
は
ま
た
密
直
司
事
の
沈
德
符
・
版
圖
判
書
の
金
寶
生
な
ど
を
遣
わ
し
、
正

旦
を
賀
し
、
崔
源
の
釈
放
に
つ
い
て
謝
恩
を
行
な
う71

。
洪
武
帝
は
同
年
の
十
二
月
に
沈
德
符
・
金
寶
生
ら
を
帰
国
さ
せ
、
今
年
で
大
臣

を
派
遣
し
て
馬
千
匹
を
貢
ぎ
、
来
年
か
ら
金
百
斤
、
銀
一
万
両
、
馬
二
百
匹
、
細
布
一
万
を
歳
貢
し
、
そ
れ
に
高
麗
に
拘
束
さ
れ
た
遼

陽
の
民
間
人
を
送
還
し
、
以
っ
て
誠
意
を
示
せ
と
い
う
条
件
を
高
麗
に
諭
す72

。
高
麗
の
冊
封
要
請
に
対
し
て
、
洪
武
帝
の
態
度
は
一
貫

し
て
い
る
。
高
麗
が
明
の
提
示
す
る
条
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
明
は
冊
封
要
請
を
許
可
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
国
関
係
が
数
年

に
わ
た
る
寒
冷
期
を
経
る
。

洪
武
十
六
年
の
八
月
に
、
高
麗
は
門
下
贊
成
事
の
金
庾
を
遣
わ
し
て
聖
節
を
賀
し
、
李
子
庸
を
遣
わ
し
て
千
秋
節
を
賀
し
、
陳
情
表
・

請
諡
表
・
承
襲
表
を
進
め
る73

。
同
年
の
十
月
に
京
師
に
着
く
。
洪
武
帝
は
す
で
に
聖
節
の
時
期
を
過
ぎ
た
こ
と
を
理
由
に
、
金
庾
ら
を

逮
捕
し
、
そ
の
貢
を
却
下
す
る
。
ま
た
、
禮
部
に
命
じ
て
高
麗
に
諮
せ
し
め
、
そ
の
貢
が
時
期
を
過
ぎ
た
こ
と
譴
責
し
、
こ
の
前
の
五

年
間
約
束
ど
お
り
に
貢
が
な
か
っ
た
馬
お
よ
び
金
銀
を
あ
わ
せ
て
献
上
し
、
よ
っ
て
誠
意
を
示
す
と
い
う
条
件
を
示
す
。
具
体
的
な
数

と
し
て
、
馬
五
千
匹
・
金
五
百
斤
・
銀
五
万
両
・
布
五
万
匹
が
要
求
さ
れ
る74

。
こ
の
条
件
に
対
し
て
、
高
麗
の
君
臣
の
間
で
は
大
い
に

議
論
さ
れ
、
結
果
的
に
洪
武
帝
の
意
思
に
従
う
べ
し
と
い
う
結
論
が
出
る75

。

洪
武
十
七
年
の
十
月
に
、
高
麗
は
連
山
君
の
李
元
紘
を
京
師
に
遣
わ
し
、
歳
貢
を
行
な
う76

。
李
元
紘
は
翌
年
の
一
月
に
京
師
に
到
着
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し
、
馬
五
千
匹
・
金
五
百
斤
・
銀
五
萬
兩
・
布
五
萬
匹
を
貢
ぐ77

。
同
時
に
高
麗
都
評
議
使
司
が
明
禮
部
に
歳
貢
の
貢
物
の
内
訳
に
つ
い

て
詳
し
く
報
告
す
る
。
定
額
の
金
五
百
斤
は
そ
の
う
ち
九
十
六
斤
一
十
四
兩
が
進
貢
済
み
で
あ
り
、
残
り
の
四
百
三
斤
二
兩
が
馬

一
百
二
十
九
匹
に
換
算
さ
れ
る
。定
額
の
銀
五
萬
兩
は
そ
の
う
ち
一
萬
九
千
兩
が
進
貢
済
み
で
あ
り
、残
り
の
三
萬
一
千
兩
が
馬
一
百
四

匹
に
換
算
さ
れ
る
。
定
額
の
布
五
萬
匹
は
そ
の
う
ち
白
苧
布
四
千
三
百
匹
・
黑
麻
布
二
萬
四
千
四
百
匹
・
白
麻
官
布
二
萬
一
千
三
百
匹

が
進
貢
済
み
で
あ
る
。
定
額
の
馬
五
千
匹
は
そ
の
う
ち
四
千
匹
が
進
貢
済
み
で
あ
る78

。
高
麗
の
莫
大
な
歳
貢
に
よ
っ
て
、
洪
武
帝
は
遂

に
高
麗
の
誠
意
を
認
め
、
同
月
に
高
麗
の
歳
貢
を
大
い
に
削
り
、
貢
期
を
三
年
一
朝
と
し
、
貢
物
を
馬
五
十
匹
と
す
る
よ
う
に
禮
部
に

諭
す79

。
ま
た
、
こ
の
前
拘
束
さ
れ
た
金
庾
・
洪
尙
載
・
李
子
庸
・
周
謙
・
黃
陶
・
裴
仲
倫
ら
全
員
を
帰
国
さ
せ
る80

。

洪
武
十
八
年
の
五
月
、
高
麗
は
門
下
評
理
の
尹
虎
・
密
直
副
使
の
趙
胖
を
明
に
遣
わ
し
、
謝
恩
し
て
再
度
に
賜
謚
・
承
襲
の
要
請
を

試
み
る81

。
同
年
の
七
月
に
尹
虎
・
趙
胖
ら
が
京
師
に
到
着
し
、
洪
武
帝
は
遂
に
そ
の
要
請
を
許
可
し
、
國
子
學
錄
の
張
溥
を
詔
使
と
、

國
子
典
簿
の
周
倬
を
誥
使
と
し
、
高
麗
に
誥
を
頒
布
し
、
王

を
高
麗
国
王
と
冊
封
し
、
王
顓
に
恭

と
い
う
諡
号
を
賜
う82

。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
明
は
王

政
権
を
正
式
に
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

七
、
第
二
次
漠
北
遠
征

元
で
は
洪
武
八
年
に
コ
ゴ
・
テ
ム
ル
が
没
し
、
洪
武
十
一
年
に
ア
ユ
ル
シ
リ
ダ
ラ
が
没
し
、
弟
の
ト
グ
ス
・
テ
ム
ル
が
帝
位
に
即
く
。

明
は
洪
武
五
年
に
敗
戦
を
喫
し
て
か
ら
緩
進
策
に
調
整
す
る
。
ま
ず
洪
武
十
五
年
に
雲
南
を
攻
略
し
て
梁
王
を
自
殺
に
追
い
込
む
。
そ

し
て
洪
武
二
十
年
に
遼
東
金
山
を
占
領
し
、
ナ
ガ
チ
ュ
を
降
服
さ
せ
る
。
こ
れ
に
て
元
の
両
翼
が
潰
さ
れ
、
残
り
は
漠
北
の
カ
ラ
コ
ル

ム
政
権
の
み
で
あ
る
。
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後
顧
の
憂
い
を
断
っ
た
明
は
い
よ
い
よ
元
に
対
し
て
最
終
決
戦
を
挑
む
。
洪
武
二
十
年
九
月
、
洪
武
帝
は
永
昌
侯
藍
玉
を
征
虜
大
將

軍
と
、
延
安
侯
唐
勝
宗
を
左
副
將
軍
と
、
武
定
侯
郭
英
を
右
副
將
軍
と
し
、
漠
北
掃
討
を
命
じ
る83

。
と
こ
ろ
が
、
藍
玉
は
暫
く
元
の
主

力
軍
の
位
置
を
把
握
で
き
ず
、
同
年
の
十
月
に
一
部
の
兵
力
を
大
寧
・
會
州
の
一
線
に
駐
屯
さ
せ
、
主
力
軍
を
薊
州
に
帰
還
さ
せ
る84

。

洪
武
二
十
一
年
三
月
、
洪
武
帝
は
薊
州
に
駐
留
す
る
藍
玉
ら
に
勅
を
齎
し
、
出
撃
を
催
促
す
る85

。
同
月
、
藍
玉
ら
は
十
五
万
の
軍
勢
を

率
い
て
、
大
寧
か
ら
慶
州
ま
で
進
軍
し
た
と
こ
ろ
、
元
帝
ト
グ
ス
・
テ
ム
ル
が
ブ
イ
ル
湖
に
在
る
情
報
を
得
て
、
間
道
を
急
進
し
て
奇

襲
を
か
け
る86

。
同
年
四
月
、
藍
玉
の
率
い
る
明
軍
が
ブ
イ
ル
湖
の
東
で
元
軍
と
遭
遇
す
る
。
激
戦
の
末
、
明
軍
は
大
勝
し
、
元
帝
ト
グ

ス
・
テ
ム
ル
や
太
子
天
保
奴
ら
を
逃
が
す
が
、
そ
の
次
子
地
保
奴
や
妃
ら
を
捕
ら
え
、
ま
た
軍
士
男
女
七
萬
七
千
三
十
七
口
を
捕
虜
し
、

寶
璽
・
圖
書
・
牌
面
・
宣
敕
・
照
會
・
金
印
・
銀
印
・
馬
・
駝
・
牛
・
車
な
ど
を
獲
得
す
る87

。
同
月
、
藍
玉
は
さ
ら
に
元
將
カ
ラ
ジ
ャ

ン
を
破
り
、
そ
の
部
下
軍
士
一
萬
五
千
八
百
三
戸
を
捕
ら
え
る88

。

同
年
の
五
月
、
藍
玉
は
戦
勝
を
朝
廷
に
報
告
す
る89

。
同
年
の
七
月
、
藍
玉
は
捕
縛
し
た
元
帝
の
次
子
地
保
奴
や
后
妃
・
公
主
ら
を
京

師
に
送
る
。
結
局
、
洪
武
帝
は
地
保
奴
ら
を
琉
球
に
追
放
す
る90

。
洪
武
二
十
一
年
八
月
、
漠
北
遠
征
に
大
勝
利
を
納
め
た
藍
玉
ら
が
京

師
に
帰
還
し
、
洪
武
帝
は
諸
将
に
宴
会
を
催
し
、
戦
功
に
よ
っ
て
賞
賜
を
行
う91

。
洪
武
二
十
一
年
の
漠
北
征
討
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
コ
ル

ム
政
権
は
崩
壊
し
て
機
能
を
失
っ
た
。
元
帝
ト
グ
ス
・
テ
ム
ル
や
太
子
天
保
奴
ら
が
逃
走
し
た
が
、
カ
ラ
コ
ル
ム
に
帰
還
す
る
途
中
で

臣
下
の
イ
ス
ダ
ル
に
殺
さ
れ
る92

。
こ
れ
で
元
の
正
統
帝
位
継
承
者
が
無
く
な
り
、
以
降
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
の
間
で
ハ
ー
ン
位
を
め
ぐ
る
内

乱
が
続
く
。
明
に
と
っ
て
、
最
も
王
朝
の
脅
威
と
な
る
北
方
の
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
が
崩
壊
し
、
王
朝
が
安
泰
期
を
迎
え
る
。
北
方
草
原

に
ま
だ
モ
ン
ゴ
ル
勢
の
軍
事
力
が
活
動
し
、
国
境
地
域
を
侵
擾
し
て
い
た
が
、
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
が
崩
壊
し
た
以
上
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が

再
び
南
下
し
て
中
原
を
奪
還
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
不
可
能
に
な
っ
た
。
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八
、
鐵
嶺
を
め
ぐ
る
明
・
高
麗
間
の
領
土
紛
争

洪
武
二
十
年
の
十
二
月
に
、
洪
武
帝
は
明
・
高
麗
両
国
の
国
境
線
を
明
確
に
定
め
る
た
め
に
、
戸
部
に
命
じ
て
高
麗
に
諮
せ
し
め
、

鉄
嶺
の
北
・
東
・
西
の
地
は
か
つ
て
開
元
に
属
す
る
た
め
、
そ
の
地
の
軍
民
・
女
直
人
・
韃
靼
人
・
高
麗
人
を
遼
東
都
司
の
管
轄
に
し
、

鉄
嶺
の
南
の
地
は
か
つ
て
高
麗
に
属
す
る
た
め
、
そ
の
地
の
民
を
高
麗
の
管
轄
に
し
、
今
後
互
い
に
国
境
を
侵
犯
す
べ
か
ら
ず
と
い
う

諭
旨
で
あ
る93

。
翌
年
の
二
月
に
、
偰
長
壽
が
明
か
ら
帰
国
し
、
諭
旨
の
内
容
を
高
麗
側
に
伝
達
す
る94

。
こ
の
こ
と
が
高
麗
君
臣
に
多
大

な
衝
撃
を
与
え
た
。
王

は
重
臣
の
崔
瑩
と
秘
密
裏
に
遼
東
を
攻
め
る
こ
と
を
議
論
し
、
一
方
で
密
直
提
學
の
朴
宜
中
を
京
師
に
遣
わ

し
て
交
渉
を
試
み
る
。
高
麗
側
の
主
張
に
よ
る
と
、
鐵
嶺
か
ら
北
の
文
・
高
・
和
・
定
・
咸
な
ど
の
諸
州
が
も
と
よ
り
高
麗
の
管
轄
下

に
あ
り
、
鐵
嶺
と
王
京
の
開
城
と
の
距
離
が
僅
か
三
百
里
で
あ
り
、
鐵
嶺
以
北
の
数
州
を
高
麗
の
領
土
に
す
べ
し
と
い
う95

。
朴
宜
中
ら

が
同
年
の
四
月
に
京
師
に
到
着
し
、
陳
情
表
を
進
呈
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
文
・
高
・
和
・
定
な
ど
の
諸
州
を
高
麗
の
言

う
よ
う
に
そ
の
領
土
に
す
べ
し
が
、
鐵
嶺
に
既
に
衛
が
置
か
れ
、
遼
東
が
そ
の
地
の
人
民
を
管
轄
し
て
お
り
、
且
つ
古
く
よ
り
鴨
綠
江

が
中
国
と
高
麗
と
の
国
境
線
で
り
、
紛
糾
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
以
上
の
こ
と
を
高
麗
の
国
王
に
伝
達
す
べ
し
と
禮
部
尚
書
の

李
原
名
に
諭
す96

。

以
上
の
交
渉
内
容
を
見
れ
ば
、
明
と
高
麗
と
の
間
で
鐵
嶺
の
位
置
に
関
す
る
認
識
が
食
い
違
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
麗
が
認
識
し

た
鐵
嶺
は
鴨
綠
江
以
南
・
開
城
か
ら
北
三
百
里
に
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
明
が
衛
を
置
い
た
鐵
嶺
は
鴨
綠
江
以
北
・
遼
東
奉
集
縣
に

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る97

。
二
つ
の
鐵
嶺
は
名
前
が
同
一
で
あ
る
が
、
位
置
が
全
く
異
な
る
。
洪
武
帝
の
言
っ
た
鉄
嶺
の
北
・
東
・
西
の
地

を
遼
東
の
管
轄
に
し
、
鉄
嶺
の
南
の
地
を
高
麗
の
管
轄
に
す
る
こ
と
は 

ま
さ
に
従
来
と
変
わ
ら
ず
両
国
の
国
境
線
を
鴨
綠
江
に
定
め
る

と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
但
し
、
高
麗
に
は
鴨
綠
江
か
ら
高
麗
領
内
の
鐵
嶺
ま
で
の
数
州
の
領
土
を
明
が
奪
お
う
と
す
る
よ
う
に
認
識
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さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
明
の
鐵
嶺
衛
が
置
か
れ
た
奉
集
の
位
置
を
圖
一
に
て
、
高
麗
に
お
け
る
鐵
嶺
を
圖
二
に
て
示
す
。

洪
武
二
十
一
年
の
三
月
に
、
高
麗
西
北
面
都
安
撫
使
の
崔
元
沚
は
、
遼
東
都
司
が
指
揮
二
人
・
兵
千
人
を
江
界
に
遣
わ
し
て
鐵
嶺
衛

を
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
を
王

に
報
告
す
る98

。
こ
の
事
件
の
真
相
は
元
將
の
拔
金
完
哥
が
降
参
し
た
後
に
、
明
の
朝
廷
が
指
揮
僉
事

の
李
文
・
高
顒
・
鎮
撫
の
社
錫
を
遣
わ
し
、
奉
集
縣
に
鐵
嶺
衛
を
設
立
し
た
こ
と
で
あ
る
（
同
注
九
七
を
参
照
）。
高
麗
に
は
明
軍
が
鴨
綠

江
を
渡
っ
て
高
麗
を
攻
め
込
も
う
と
す
る
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
。
王

は
戦
備
を
急
ぎ
、
八
道
の
精
兵
を
徴
発
し
、
ま
た
臣
僚
に
元
の

官
服
を
着
用
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
。
翌
月
に
王

は
遼
東
出
兵
を
正
式
に
決
定
し
、
崔
瑩
瑩
を
八
道
都
統
使
に
、
曹
敏
修
を
左
軍
都

統
使
に
、
李
成
桂
を
右
軍
都
統
使
に
任
命
し
、
合
わ
せ
て
五
万
の
軍
勢
を
動
員
す
る99

。
時
に
藍
玉
が
率
い
る
遠
征
軍
が
ブ
イ
ル
湖
に
進

軍
し
て
元
軍
と
激
戦
し
て
い
る
（
同
注
八
七
を
参
照
）。
王

は
明
軍
主
力
が
漠
北
を
遠
征
す
る
機
会
に
乗
じ
て
遼
東
出
兵
を
敢
行
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
高
麗
で
は
遼
東
出
兵
を
め
ぐ
っ
て
王

・
崔
瑩
を
は
じ
め
と
す
る
主
戦
派
と
、
李
成
桂
を
は
じ
め
と
す
る
反
戦
派
に
分

裂
す
る
。
同
年
の
五
月
に
出
兵
に
反
対
す
る
李
成
桂
が
途
中
か
ら
帰
還
し
、
軍
事
政
変
を
発
動
し
、
王

と
崔
瑩
を
監
禁
し
、
実
権
を

掌
握
す
る
。
六
月
に
高
麗
で
は
李
成
桂
が
実
権
を
握
る
下
で
、
洪
武
年
号
を
回
復
し
、
胡
服
を
禁
止
し
て
明
制
の
官
服
を
着
用
す
る
こ

と
に
な
る
。

明
側
で
は
、
洪
武
二
十
一
年
八
月
に
高
麗
千
戸
の
陳
景
が
明
に
降
参
し
、
王

の
遼
東
出
兵
お
よ
び
李
成
桂
の
軍
事
政
変
に
つ
い
て

す
べ
て
報
告
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
は
始
め
て
事
情
を
把
握
し
た
。
洪
武
帝
は
事
態
の
成
り
行
き
を
静
観
し
、遼
東
の
守
備
を
固
め
、

工
作
員
を
高
麗
に
送
り
込
ん
で
情
報
を
偵
察
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。同
時
期
に
洪
武
帝
は
征
虜
大
將
軍
藍
玉
を
遣
わ
し
、十
五
万
の
軍

勢
を
動
員
し
て
、
漠
北
遠
征
を
遂
行
し
て
い
る
。
王

が
攻
遼
を
決
定
し
た
洪
武
二
十
一
年
四
月
は
、
藍
玉
が
率
い
る
遠
征
軍
が
ブ
イ

ル
湖
に
進
軍
し
て
元
軍
と
激
戦
す
る
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王

の
攻
遼
が
明
に
伝
わ
っ
た
同
年
の
八
月
は
、
遠
征
軍
が
帰
還
し

た
直
後
で
あ
っ
た
（
同
注
九
一
を
参
照
）。
疲
弊
し
た
遠
征
軍
を
連
戦
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
遼
東
・
朝
鮮
半
島
方
面
で
高
麗
と
交
戦
す
る
こ

100
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と
を
回
避
す
べ
し
と
考
え
、
洪
武
帝
は
遼
東
で
防
禦
態
勢
を
採
り
な
が
ら
、
事
態
の
発
展
を
静
観
し
て
い
た
。

李
成
桂
が
政
変
に
よ
っ
て
権
力
を
奪
取
し
た
後
、
洪
武
帝
は
未
遂
に
終
っ
た
王

の
攻
遼
を
懲
罰
す
る
手
段
と
し
て
、
高
麗
に
経
済

制
裁
を
加
え
る
。
洪
武
二
十
四
年
三
月
に
、
洪
武
帝
は
宦
官
の
韓
龍
・
黃
禿
蠻
を
高
麗
に
遣
わ
し
、
詔
を
頒
し
て
馬
一
万
匹
の
購
入
と

閹
人
二
百
人
を
要
求
す
る
。
同
年
の
六
月
に
、
高
麗
は
判
繕
工
寺
の
楊
天
植
・
禮
曹
摠
郞
の
孔
俯
を
遼
東
に
遣
わ
し
、
疫
病
で
多
く
の
馬

が
倒
れ
た
の
で
、
一
時
に
馬
一
万
匹
を
用
意
で
き
ず
、
ま
ず
千
五
百
匹
を
遼
東
に
運
び
、
ま
た
代
金
を
敢
え
て
受
け
な
い
と
禮
部
に
申

し
開
く
。
同
年
の
八
月
に
、
洪
武
帝
は
そ
の
貢
を
納
め
、
そ
の
請
い
を
許
す
。
同
年
の
十
月
に
高
麗
は
金
之
鐸
を
遣
わ
し
、
後
続
の
馬

二
千
五
百
匹
を
遼
東
に
運
ぶ
。
洪
武
帝
は
遼
東
都
司
の
指
揮
僉
事
の
張
忠
に
命
じ
て
、
馬
二
千
五
百
匹
を
廣
寧
中
護
衞
に
飼
育
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
た
だ
二
年
の
間
に
東
北
ア
ジ
ア
で
は
明
軍
の
漠
北
遠
征
・
元
朝
の
覆
滅
と
王

の
攻
遼
・
李
成
桂
の
政
変
と
い
っ
た

激
変
が
起
こ
っ
た
。
筆
者
は
洪
武
二
十
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で
に
明
・
元
・
高
麗
の
三
国
間
に
起
こ
る
大
事
件
を
表
八
に
整
理
し
た
。

お
わ
り
に

従
来
の
研
究
で
は
洪
武
帝
は
次
代
の
永
楽
帝
と
比
べ
て
、
対
外
的
に
保
守
的
・
消
極
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
研
究
で
は
、
筆
者
が
洪
武
年
間
の
外
交
事
件
を
す
べ
て
整
理
し
、
当
時
の
東
北
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
を

マ
ク
ロ
的
に
分
析
し
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
を
考
察
し
た
。

洪
武
帝
は
対
外
的
に
保
守
策
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
由
は
明
初
の
国
力
と
外
部
環
境
に
あ
る
。
洪
武
初
年
、
明
は
元
末
の
戦
乱
を

経
て
国
力
が
疲
弊
し
、
外
に
北
・
西
の
二
方
面
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
系
の
勢
力
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
王
朝
の
安
泰
の
た
め
に
、
必
要
以
上
の

国
力
消
耗
を
避
け
、
宿
敵
の
元
に
集
中
す
べ
し
と
洪
武
帝
が
考
え
て
い
た
。
即
ち
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
に
お
い
て
は
、
漠
北
攻
略
が

101
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そ
の
中
核
に
置
か
れ
た
。
宿
敵
で
あ
る
元
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
最
初
に
漠
北
を
平
定
し
て
そ
の
地
を
領
内
に
納
め
る
こ
と
を
全
く
考

え
て
お
ら
ず
、
交
渉
に
よ
っ
て
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を
名
目
的
に
臣
服
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
、
交
渉
が
失
敗
に
終
わ
り
、
遂

に
武
力
行
使
に
よ
っ
て
カ
ラ
コ
ル
ム
政
権
を
殲
滅
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

元
以
外
の
東
北
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
「
不
征
国
」
の
目
録
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
軍
事
手
段
で
は
な
く
、
外

交
手
段
を
用
い
て
紛
争
を
解
決
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
で
は
、「
不
征
国
」
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
の
に
、
洪
武
帝
は
主
に
如
何
な
る

外
交
手
段
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
麗
の
よ
う
な
明
と
冊
封
関
係
の
あ
っ
た
国
に
対
し
て
、
洪
武
帝
は
冊
封
の
拒
否
と
い
う
政
治

制
裁
・
貢
物
の
要
求
と
い
う
経
済
制
裁
の
セ
ッ
ト
で
牽
制
し
て
い
た
。
高
麗
の
国
王
に
と
っ
て
、
王
位
の
合
法
性
を
強
化
す
る
た
め
に
、

明
の
威
光
を
借
り
て
冊
封
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
高
麗
と
紛
争
が
起
き
た
際
に
、
洪
武
帝
は
制
裁
手
段
と
し
て
、
ま
ず
高
麗
か
ら

の
冊
封
要
請
を
拒
否
し
た
。
次
の
手
と
し
て
冊
封
の
条
件
と
し
て
莫
大
な
貢
物
を
高
麗
に
要
求
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
制
裁
・
経

済
制
裁
の
セ
ッ
ト
ア
タ
ッ
ク
に
よ
っ
て
高
麗
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
洪
武
年
間
に
お
い
て
は
高
麗
の
よ
う
な
明
と

の
冊
封
関
係
が
成
立
し
た
国
が
極
少
数
で
あ
る
。
多
く
の
国
の
場
合
は
、明
と
朝
貢
関
係
の
み
が
存
在
し
、冊
封
関
係
が
成
立
し
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
日
本
の
よ
う
な
明
と
冊
封
関
係
が
な
か
っ
た
国
に
対
し
て
、
国
交
の
断
絶
や
譴
責
文
の
発
送
と
い
っ
た
制
裁
手
段
し
か

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

総
じ
て
い
え
ば
、
洪
武
帝
は
外
交
の
面
に
お
い
て
、
理
想
や
主
義
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
適
応
し
た
柔
軟
な
対
応
を
し

て
い
た
。
洪
武
帝
の
保
守
的
な
対
外
戦
略
に
は
そ
の
時
代
的
合
理
性
が
あ
る
。

本
研
究
の
不
足
点
と
し
て
、
洪
武
帝
の
対
外
戦
略
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
、
東
北
ア
ジ
ア
地
域
の
み
な
ら
ず
、
安
南
・
琉
球
・

チ
ャ
ン
パ
・
シ
ャ
ム
・
ジ
ャ
ワ
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
諸
国
と
の
関
係
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い

て
は
、
遥
か
に
遠
い
海
の
向
こ
う
に
あ
る
南
海
諸
国
と
比
べ
て
、
明
と
地
続
き
す
る
安
南
が
最
も
戦
略
的
重
要
性
が
高
か
っ
た
。
明
が
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雲
南
に
あ
る
梁
王
バ
ツ
ァ
ラ
ワ
ル
ミ
政
権
と
対
峙
し
て
い
る
中
、
地
理
的
に
最
も
近
い
安
南
が
地
域
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
明
・

梁
王
・
安
南
の
三
角
構
造
は
今
回
の
研
究
で
述
べ
ら
れ
た
明
・
元
・
高
麗
の
三
角
構
造
に
相
似
し
て
い
る
。
同
じ
く
明
と
冊
封
関
係
が

成
立
し
た
国
と
し
て
、
対
安
南
関
係
と
対
高
麗
関
係
と
が
如
何
な
る
異
同
を
持
つ
の
か
を
、
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
宿
敵
の
元

と
同
じ
よ
う
な
モ
ン
ゴ
ル
系
の
テ
ィ
ム
ー
ル
帝
国
と
の
関
係
を
明
が
如
何
に
対
処
す
る
の
か
を
解
明
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
今
後

の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

注
釋

①　

張
士
尊
﹇
一
九
九
七
﹈「
高
麗
與
北
元
關
係
對
明
與
高
麗
關
係
的
影
響
」
を
参
照
。

②　

李
新
峰
﹇
一
九
九
八
﹈「
恭
愍
王
後
期
明
・
高
麗
關
係
與
明
・
蒙
戰
局
」
を
参
照
。

③　

于
曉
光
﹇
二
〇
〇
六
﹈「
元
末
明
初
高
麗
兩
端
外
交
原
因
初
探
」
を
参
照
。

④　

趙
現
海
﹇
二
〇
一
〇
﹈「
洪
武
初
年
明
・
北
元
・
高
麗
的
地
緣
政
治
格
局
」
を
参
照
。

⑤　

檀
上
寛
﹇
二
〇
一
三
﹈『
明
代
海
禁=

朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』
の
第
八
章
「
初
期
明
帝
国
体
制
論
」
の
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
。

⑥　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
六
十
八
洪
武
四
年
九
月
辛
未
の
條
に
、「
上
御
奉
天
門
諭
省
府
臺
臣
曰
、
海
外
蠻
夷
之
國
、
有
為
患
於
中
國
者
不
可
不
討
、
不
為

中
國
患
者　

不
可
輙
自
興
兵
。﹇
中
略
﹈
朕
以
諸
蠻
夷
小
國
、
阻
山
越
海
、
僻
在
一
隅
、
彼
不
為
中
國
患
者
、
朕
決
不
伐
之
。
惟
西
北
胡
戎
世
為
中
國
患
、

不
可
不
謹
備
之
耳
。
卿
等
當
記
所
言
、
知
朕
此
意
。」
と
あ
る
。

⑦　

檀
上
寛
﹇
二
〇
一
三
﹈『
明
代
海
禁=

朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』
の
第
八
章
「
初
期
明
帝
国
体
制
論
」
の
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
。

⑧　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
十
六
吳
元
年
冬
十
月
甲
子
の
條
に
「
命
中
書
右
丞
相
信
國
公
徐
達
為
征
虜
大
將
軍
、中
書
平
章
掌
軍
國
重
事
鄂
國
公
常
遇
春
為

征
虜
副
將
軍
、
率
甲
士
二
十
五
萬
由
淮
入
河
北
取
中
原
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。

⑨　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
十
九
洪
武
元
年
春
正
月
乙
亥
の
條
に
「
上
祀
天
地
于
南
郊
、
即
皇
帝
位
、
定
有
天
下
之
號
曰
大
明
、
建
元
洪
武
。﹇
下
略
﹈ 

」

と
あ
る
。
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⑩　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
四
洪
武
元
年
八
月
庚
午
の
條
に
「
大
將
軍
徐
達
命
馬
指
揮
守
通
州
、
進
師
取
元
都
。
師
至
齊
化
門
、
命
將
士
填
壕
登
城
而

入
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。

⑪　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
一
洪
武
三
年
夏
四
月
丙
寅
の
條
に
「
大
將
軍
徐
達
等
率
師
出
安
定
駐
沈
兒
峪
口
、與
王
保
保
隔
深
溝
而
壘
、日
數
交
戰
。﹇
中

略
﹈
遂
大
敗
保
保
兵
於
川
北
亂
塚
間
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

⑫　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
二
洪
武
三
年
五
月
辛
丑
の
條
に
「
左
副
將
軍
李
文
忠
師
趨
應
昌
﹇
中
略
﹈
癸
卯
復
遇
元
兵
與
戰
、
大
敗
之
、
追
至
應
昌
、
遂

圍
其
城
。
明
日
克
之
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

⑬　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
四
十
洪
武
十
四
年
十
二
月
是
歲
の
條
に
「
計
天
下
人
戶
一
千
六
十
五
萬
四
千
三
百
六
十
二
、
口
五
千
九
百
八
十
七
萬

三
千
三
百
五
、﹇
中
略
﹈
天
下
官
民
田
計
三
百
六
十
六
萬
七
千
七
百
一
十
五
頃
四
十
九
畝
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

⑭　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
十
四
洪
武
二
十
四
年
十
二
月
是
歲
の
條
に
「
計
天
下
官
民
田
地
三
百
八
十
七
萬
四
千
七
百
四
十
六
頃
七
十
三
畝
、﹇
中
略
﹈ 

天
下
郡
縣
更
造
賦
役
黃
冊
成
，
計
人
戶
一
千
六
十
八
萬
四
千
四
百
三
十
五
，
口
五
千
六
百
七
十
七
萬
四
千
五
百
六
十
一
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。

⑮　

宮
崎
市
定
﹇
一
九
六
九
﹈「
洪
武
か
ら
永
楽
へ
―
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
」
を
参
照

⑯　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
七
洪
武
三
年
冬
十
月
辛
巳
の
條
に
「
遣
使
致
書
元
太
子
愛
猷
識
里
達
臘
曰
﹇
中
略
﹈
今
再
致
書
以
嘗
告
令
先
君
者
、告
君
君

其
上
順
天
道
、
遣
使
一
來
、
公
私
通
問
、
庶
幾
安
心
牧
餋
於
近
塞
、
藉
我
之
威
號
令
部
落
、
尚
可
為
一
邦
之
主
、
以
奉
其
宗
祀
。
若
不
出
此
、
猶
欲
以
殘

兵
出
沒
為
邊
民
患
、
則
大
舉
六
師
深
入
沙
漠
、
君
之
退
步
又
非
往
日
可
比
。
其
審
圖
之
、
毋
貽
後
悔
、
餘
不
多
及
。」
と
あ
る
。

⑰　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
三
洪
武
三
年
六
月
丁
丑
の
條
に
「
上
遣
使
詔
諭
元
宗
室
部
落
臣
民
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之

五
十
七
洪
武
三
年
冬
十
月
辛
巳
の
條
に
「
遣
使
致
書
元
太
子
愛
猷
識
里
達
臘
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
九
洪
武
三
年
十
二

月
癸
亥
の
條
に
「
遣
使
致
書
元
太
子
並
招
諭
和
林
諸
部
。」
と
あ
る
。

⑱　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
六
洪
武
三
年
九
月
是
月
の
條
に
「
詔
諭
遼
陽
等
處
官
民
﹇
中
略
﹈
茲
特
遣
人
往
諭
、
能
審
知
天
道
、
率

來
歸
、
官
加
擢

用
、
民
復
舊
業
。
朕
不
食
言
、
爾
其
圖
之
。」
と
あ
る
。

⑲　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
六
十
六
洪
武
四
年
六
月
壬
寅
の
條
に
「
故
元
右
丞
張
良
佐
・
左
丞
房
暠
遣
參
政
張
革
・
行
樞
密
院
副
使
焦
偶
・
廉
訪
司
僉
事
李

茂
・
斷
事
崔
忽
都
自
遼
東
來
、
貢
馬
及
送
賊
殺
劉
益
逆
党
平
章
八
丹
・
知
院
僧
兒
等
至
京
、
並
上
故
元
所
授
印
章
・
宣
敕
・
金
牌
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。
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⑳　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
一
洪
武
五
年
春
正
月
庚
午
の
條
に
「
上
禦
武
樓
與
諸
將
臣
籌
邊
事
、
中
書
右
丞
相
魏
國
公
徐
達
曰
今
天
下
大
定
庶
民
已
安
、

北
虜
歸
附
者
相
繼
、
惟
王
保
保
出
沒
邊
境
、
今
復
遁
居
和
林
、
臣
願
鼓
率
將
士
以
剿
絕
之
。﹇
中
略
﹈
上
曰
卿
等
必
欲
征
之
、
須
兵
幾
何
。
達
曰
得
兵
十
萬

足
矣
。
上
曰
兵
須
十
五
萬
、
分
三
道
以
進
。
於
是
命
達
為
征
虜
大
將
軍
出
中
路
、
曹
國
公
李
文
忠
為
左
副
將
軍
出
東
路
、
宋
國
公
馮
勝
為
征
西
將
軍
出
西

路
。」
と
あ
る
。

㉑　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
三
洪
武
五
年
五
月
壬
子
の
條
に
「
將
軍
徐
達
兵
至
嶺
北
、
與
虜
戰
失
利
、
歛
兵
守
塞
。」
と
あ
る
。

㉒　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
七
洪
武
元
年
十
二
月
壬
辰
の
條
に
、「
遣
符
寶
郎
偰
斯
奉
璽
書
賜
高
麗
國
王
王
顓
曰
﹇
下
略
﹈」「
遣
知
府
易
濟
頒
詔
於
安
南

﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
九
洪
武
二
年
二
月
辛
未
の
條
に
、「
遣
吳
用
顏
宗
魯
楊
載
等
使
占
城
爪
哇
日
本
等
國
﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
一
洪
武
五
年
春
正
月
甲
子
の
條
に
、「
遣
楊
載
持
詔
諭
琉
球
國
﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

㉓　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
七
洪
武
元
年
十
二
月
壬
辰
の
條
に
「
遣
符
寶
郎
偰
斯
奉
璽
書
賜
高
麗
國
王
王
顓
曰
、﹇
中
略
﹈
今
年
正
月
臣
民
推
戴
、
即
皇

帝
位
、
定
有
天
下
之
號
曰
大
明
、
建
元
洪
武
。
惟
四
夷
未
報
、
故
遣
使
報
王
知
之
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

㉔　
『
高
麗
史
』』
四
十
一
卷
恭

王
十
七
年
九
月
乙
卯
の
條
に
「
本
國
人
金
之
秀
自
元
來
言
、
大
明
舟
師
萬
餘
、
泊
通
州
入
京
城
、
元
帝
與
皇
后
奔
上
都
、

太
子
戰
敗
又
奔
上
都
。」
と
あ
る
。

㉕　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
七
年
冬
十
月
癸
酉
の
條
に
「
遣
判
宗
簿
寺
事
文
天
式
如
元
賀
千
秋
節
、
天
式
至
遼
陽
道
梗
而
還
、
杖
復
遣
之
。」
と
あ

る
。

㉖　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
七
年
十
一
月
丙
辰
の
條
に
「
元
遣
利
用
監
太
卿
巒
子
罕
來
詔
分
命
諸
將
以
圖
恢
復
。
王
迎
於
行
省
。」
と
あ
る
。

㉗　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
三
月
癸
卯
の
條
に
「
元
遣
使
進
王
為
右
丞
相
。」
と
あ
る
。

㉘　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
三
月
甲
寅
の
條
に
「
遣
同
知
密
直
司
事
王
重
貴
如
元
賀
聖
節
、又
謝
恩
。﹇
中
略
﹈ 

重
貴
道
梗
不
達
而
還
。」
と
あ

る
。

㉙　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
三
月
壬
辰
の
條
に
「
大
明
皇
帝
遣
符
寶
郞
偰
斯
賜
璽
書
及
紗
羅
段
匹
摠
四
十
匹
。 

王
率
百
官
出
迎
於
崇
仁
門
外
。

﹇
中
略
﹈
斯
以
去
年
十
一
月
發
金
陵
、
海
道
艱
關
至
是
乃
來
。」
と
あ
る
。

㉚　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
五
月
甲
辰
の
條
に
「
遣
禮
部
尙
書
洪
尙
載
・
監
門
衛
上
護
軍
李
夏
生
奉
表
如
金
陵
賀
登
極
、
仍
謝
恩
。」
と
あ
る
。
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ま
た
、『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
四
十
四
洪
武
二
年
八
月
甲
子
の
條
に
「
高
麗
國
王
王
顓
遣
其
禮
部
尚
書
洪
尚
載
等
奉
表
賀
即
位
、
請
封
爵
、
且
貢
方
物
、
中

宮
及
皇
太
子
皆
有
獻
。
賜
尚
載
以
下
羅
綺
有
差
。」
と
あ
る
。

㉛　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
四
十
四
洪
武
二
年
八
月
丙
子
の
條
に
「
遣
符
寶
郎
偰
斯
齎
詔
及
金
印
誥
文
往
高
麗
、
封
王
顓
為
國
王
。﹇
中
略
﹈
仍
賜
顓
大
統
曆

一
本
、
錦
繡
絨
綺
十
匹
、
又
賜
其
王
母
妃
金
綺
紗
羅
各
四
匹
、
並
賜
其
相
國
申
肫
侍
中
李
春
富
李
仁
人
文
綺
紗
羅
十
二
匹
。」
と
あ
る
。

32　
『
高
麗
史
』
四
十
二
卷
恭

王
十
九
年
五
月
甲
寅
の
條
に
「
帝
遣
尙
寶
司
丞
偰
斯
來
錫
王
命
、
王
率
百
官
郊
迎
。﹇
中
略
﹈
今
賜
□
大
統
曆
一
本
・
錦
綉

絨
段
十
匹
、
至
可
領
也
。

賜
太
妃
金
段
・
色
段
・
線
羅
紗
各
四
匹
、
王
妃
亦
如
之
、
相
國
辛
旽
・
侍
中
李
春
富
・
李
仁
任
色
段
各
四
匹
・
線
羅
各
四
匹
・

紗
各
四
匹
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
高
麗
史
』
四
十
二
卷
恭

王
十
九
年
五
月
甲
寅
の
條
に
「
成
准
得
還
自
京
師
、
帝
賜
璽
書
曰 

﹇
中
略
﹈
今
賜
王
冠
服
・

樂
器
、
陪
臣
冠
服
、
及
洪
武
三
年
大
統
曆
、
至
可
領
也
。 

又
賜
王
六
經
・
四
書
・
通
鑒
・
漢
書
、 

皇
后
賜
王
妃
冠
服
。」
と
あ
る
。

33　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
八
月
丙
戌
の
條
に
「
北
元
中
書
省
及
太
尉
丞
相
奇
平
章
遣
使
來
聘
。」
と
あ
る
。

34　
『
高
麗
史
』
四
十
一
卷
恭

王
十
八
年
九
月
己
亥
の
條
に
「
北
元
吳
王
・
淮
王
・
雙
哈
達
王
皆
遣
使
報
聘
、
獻
馬
四
十
餘
匹
。
時
吳
王
等
先
聘
於
我
、
我

遣
禹

回
謝
。
吳
王
請
昏
于
我
、
淮
王
待

甚
厚
且
欲
以
其
女
歸
於
我
、
請
觀
其
女
。
辭
曰
、
臣
受
命
修
聘
耳
、
若
請
昏
非
臣
所
知
。
王
強
使
見
之
。」
と

あ
る
。

35　
『
高
麗
史
』
四
十
二
卷
恭

王
十
八
年
九
月
乙
巳
の
條
に
「
元
丞
相
廓
擴
帖
木
兒
遣
使
來
。」
と
あ
る
。

36　
『
高
麗
史
』
四
十
二
卷
恭

王
十
九
年 

秋
七
月
甲
辰
の
條
に
「
遣
三
司
左
使
姜
師
贊
如
京
師
謝
冊
命
及
璽
書
、
納
前
元
所
降
金
印
、仍
計
禀
耽
羅
事
。」

と
あ
る
。

37　

于
曉
光
﹇
二
〇
〇
六
﹈「
元
末
明
初
高
麗
兩
端
外
交
原
因
初
探
」
を
参
照
。

38　

鄭

生
﹇
二
〇
一
三
﹈『
明
代
の
倭
寇
』
の
第
一
章
「
明
朝
の
海
禁
と
倭
寇
」
の
三
、「
倭
寇
の
時
期
区
分
」
を
参
照
。

39　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
九
洪
武
二
年
二
月
辛
未
の
條
に
、「
遣
吳
用
・
顏
宗
魯
・
楊
載
等
使
占
城
・
爪
哇
・
日
本
等
國
。﹇
中
略
﹈
賜
日
本
國
王
璽
書

曰
、﹇
中
略
﹈
故
修
書
特
報
正
統
之
事
、
兼
諭
倭
兵
越
海
之
由
。
詔
書
到
日
、
如
臣
奉
表
來
庭
、
不
臣
則
修
兵
自
固
、
永
安
境
土
、
以
應
天
休
。
如
必
為
寇

盜
、
朕
當
命
舟
師
、
揚
帆
諸
島
、
捕
絕
其
徒
、
直
抵
其
國
、
縛
其
王
、
豈
不
代
天
伐
不
仁
者
哉
。
惟
王
圖
之
。」
と
あ
る
。

40　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
洪
武
三
年
三
月
是
月
の
條
に
、「
遣
萊
州
府
同
知
趙
秩
、
持
詔
諭
日
本
國
王
良
懷
曰
、﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。
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41　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
六
十
八　

洪
武
四
年
冬
十
月
癸
巳
の
條
に
、「
日
本
國
王
良
懷
、
遣
其
臣
僧
祖
來
、
進
表
箋
、
貢
馬
及
方
物
。
並
僧
九
人
來
朝
、

又
送
至
明
州
・
台
州
被
虜
男
女
七
十
余
口
。﹇
中
略
﹈
詔
賜
祖
來
等
文
綺
・
帛
及
僧
衣
。
比
辭
、
遣
僧
祖
闡
克
勤
等
八
人
、
護
送
還
國
。
仍
賜
良
懷
大
統
曆

及
文
綺
・
紗
羅
。」
と
あ
る
。

42　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
三
十
七 

南
朝
文
中
二
年
北
朝
應
安
六
年
六
月
二
十
九
日
「
明
國
書
并
明
使
仲
猷
無
逸
尺
牘
」
に
、「﹇
上
略
﹈
而
祖
闡
二
人

適
中
鬮
選
、
卽
不
容
辭
、
遂
與
從
行
。
僧
俗
主
僕
六
十
餘
人
、
渡
海
至
五
島
、
卽
聞
貴
國
出
師
至
關
西
、
盡
收
其
地
、
因
促
舟
人
、
疾
速
抵
岸
、
自
謂
無

關
禁
之
憂
矣
。
不
䉼
以
無
詔
書
故
、
上
下
交
疑
、
留
滯
期
年
、
未
獲
復
命
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

43　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
三
洪
武
七
年
九
月
辛
未
の
條
に
、「
罷
福
建
泉
州
、
浙
江
明
州
、
廣
東
廣
州
三
市
舶
司
。」
と
あ
る
。

44　

檀
上
寛
﹇
二
〇
一
三
﹈『
明
代
海
禁=

朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』
の
第
一
章
「
明
初
の
海
禁
と
朝
貢
」
の
一
、「
明
初
の
対
外
政
策
と
海
禁
」
を
参

照
。

45　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
洪
武
七
年
六
月
乙
未
の
條
に
、「
日
本
國
、
遣
僧
宣
聞
溪
・
淨
業
・
喜
春
等
來
朝
、
貢
馬
及
方
物
。
詔
卻
之
。
時
日
本
國
持

明
與
良
懷
爭
立
、
宣
聞
溪
等
齎
其
國
臣
之
書
、
達
中
書
省
、
而
無
表
文
。
上
命
卻
其
貢
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

46　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
洪
武
七
年
六
月
乙
未
の
條
に
、「
是
時
、
其
臣
有
志
布
志
島
津
越
後
守
臣
氏
久
、
亦
遣
僧
道
幸
等
進
表
、
貢
馬
及
茶
・
布
・

刀
・
扇
等
物
。
上
以
氏
久
等
無
本
國
之
命
、
而
私
入
貢
、
仍
命
卻
之
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

47　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
二
十
九
洪
武
十
三
年
春
正
月
甲
午
の
條
に
、「
禦
史
中
丞
塗
節
、
告
左
丞
相
胡
惟
庸
與
御
史
大
夫
陳
寧
等
謀
反
。﹇
中
略
﹈
使

指
揮
林
賢
下
海
、
招
倭
軍
約
期
來
會
。
又
遣
元
臣
封
績
、
致
書
稱
臣
於
元
、
請
兵
為
外
應
。
事
皆
未
發
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

48　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
三
十
四
洪
武
十
三
年
十
二
月
是
月
の
條
に
、「
遣
使
詔
諭
日
本
國
王
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之

一
百
三
十
八
洪
武
十
四
年
秋
七
月
戊
戌
の
條
に
、「
日
本
國
王
良
懷
、遣
僧
如
瑤
等
、貢
方
物
及
馬
十
匹
。
上
命
卻
其
貢
。
仍
命
禮
部
移
書
責
其
國
王
。﹇
下

略
﹈」
と
あ
る
。

49　
『
高
麗
史
』
四
十
三
卷
恭

王
二
十
一
年
秋
七
月
辛
未
の
條
に
「
遣
同
知
密
直
司
事
金
湑
如
京
師
進
方
物
、
同
知
密
直
司
事
成
元
揆
賀
聖
節
、
版
圖
判
書

林
完
賀
千
秋
。」
と
あ
る
。

50　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
六
洪
武
五
年
冬
十
月
甲
午
の
條
に
「﹇
上
略
﹈
是
時
、
其
國
賀
正
旦
使
金
湑
等
先
至
京
師
。
上
以
正
旦
期
尚
遠
、
恐
久
淹
其
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使
、
因
仁
裕
繼
至
、
遂
皆
命
還
國
。
因
謂
中
書
省
臣
曰
、
曩
因
高
麗
貢
獻
煩
數
、
故
遣
延
安
答
裡
往
諭
此
意
。
今
一
歲
之
間
貢
獻
數
至
、
既
困
弊
其
民
、

而
使
涉
海
道
路
艱
險
、
如
洪
師
範
歸
國
蹈
覆
溺
之
患
、
幸
有
得
免
者
能
歸
言
其
故
。
不
然
豈
不
致
疑
夫
。
古
者
諸
侯
之
于
天
子
、
比
年
一
小
聘
、
三
年
一

大
聘
、
若
九
州
之
外
蕃
邦
遠
國
、
則
惟
世
見
而
已
。
其
所
貢
獻
、
亦
無
過
侈
之
物
、
今
高
麗
去
中
國
稍
近
、
人
知
經
史
、
文
物
禮
樂
略
似
中
國
、
非
他
邦

之
比
。
宜
令
遵
三
年
一
聘
之
禮
、
或
比
年
一
來
、
所
貢
方
物
止
以
所
產
之
布
十
匹
足
矣
、
毋
令
過
多
。
中
書
其
以
朕
意
諭
之
、
占
城
・
安
南
・
西
洋
瑣
裡
・

爪
哇
・
渤
尼
・
三
佛
齊
・
暹
羅
斛
・
真
臘
等
國
、
新
附
遠
邦
、
凡
來
朝
者
、
亦
明
告
以
朕
意
。
中
書
因
使
者
還
如
上
旨
諮
諭
其
王
。」
と
あ
る
。

51　
『
高
麗
史
』
四
十
四
卷
恭

王
二
十
二
年
二
月
庚
寅
の
條
に
「
遣
判
書
張
子
溫
移
諮
定
遼
衛
曰
、
前
遣
鄭
庇
赴
京
獻
馬
、
稱
到
定
遼
城
有
守
門
官
不
許
入

城
曰
、
今
奉
聖
旨
山
東
新
附
百
姓
生
受
、
高
麗
使
臣
休
這
路
上
來
。
以
此
回
還
。
庇
承
差
進
獻
、
今
聽
在
口
之
言
、
別
無
官
信
明
文
、
未
委
虛
實
。
如
果

聖
旨
請
錄
全
文
回
示
。
子
溫
至
定
遼
、
摠
兵
官
使
謂
曰
、
聖
旨
高
麗
使
臣
止
敎
海
道
朝
京
。
今
齎
來
諮
文
、
畏
聖
旨
不
敢
拆
看
。
由
是
子
溫
未
得
文
據
而

還
。」
と
あ
る
。

52　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
一
洪
武
六
年
夏
四
月
癸
巳
の
條
に
「
高
麗
國
王
王
顓
遣
其
判
密
直
司
盧
禎
奉
表
謝
賜
藥
餌
、
貢
海
錯
細
布
、
並
貢
方
物
于
中

宮
東
宮
。」
と
あ
る
。

53　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
五
洪
武
六
年
冬
十
月
辛
巳
の
條
に
「
高
麗
王
顓
遣
其
大
護
軍
金
甲
雨
等
貢
馬
五
十
匹
、
甲
雨
至
言
道
亡
二
匹
、
及
馬
至
如

數
、
詢
之
則
甲
雨
以
私
馬
足
之
。
上
以
其
不
誠
卻
其
貢
。」
と
あ
る
。

54　
『
高
麗
史
』
四
十
四
卷
恭

王
二
十
二
年
六
月
辛
卯
の
條
に
「
遣
前
雞
林
尹
金
庾
如
京
師
賀
聖
節
、密
直
副
使
鄭
元
庇
賀
正
復
貢
馬
。」
と
あ
る
。
ま
た
、

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
六
洪
武
六
年
十
二
月
丙
寅
の
條
に
「
高
麗
遣
其
奉
翊
大
夫
密
直
副
使
鄭
庇
奉
表
及
箋
賀
明
年
正
旦
、
貢
方
物
。」
と
あ
る
。

55　
『
高
麗
史
』
四
十
四
卷
恭

王
二
十
三
年
二
月
甲
子
の
條
に
「
遣
密
直
副
使
鄭
庇
・
判
事
禹
仁
烈
如
京
師
賀
正
、
請
通
陸
路
朝
見
。」
と
あ
る
。

56　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
九
洪
武
七
年
五
月
壬
申
の
條
に
「
高
麗
王
王
顓
遣
其
監
門
衛
上
護
軍
周
誼
・
鄭
庇
等
奉
表
貢
方
物
。
其
表
五
、一
請
仍
舊
每

歲
入
貢
、
一
請
陸
路
由
定
遼
入
貢
、
一
謝
金
甲
雨
回
蒙
賜
璽
書
、
一
謝
姜
仁
裕
回
蒙
宣
諭
、
一
謝
賙
恤
覆
舟
之
人
。
中
書
省
臣
奏
、
往
年
高
麗
入
貢
、
白

苧
布
三
百
匹
具
于
方
物
中
。
今
乃
稱
禮
送
大
府
監
、
按
元
時
有
大
府
監
、
主
收
進
貢
方
物
、
本
朝
未
嘗
設
此
。
高
麗
入
貢
已
久
、
豈
不
知
此
而
妄
言
之
、

意
涉
不
誠 

。
上
命
還
其
貢
。﹇
中
略
﹈
仍
令
中
書
諮
其
國
、
責
以
大
府
監
之
失
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
高
麗
史
』
四
十
四
卷
恭

王
二
十
三
年
六
月
壬
子

の
條
に
「
鄭
庇
等
還
自
京
師
、﹇
中
略
﹈
又
奉
聖
旨
朝
貢
道
路
、
三
年
一
聘
、
從
海
道
來
。」
と
あ
る
。
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57　

趙
現
海
﹇
二
〇
一
〇
﹈「
洪
武
初
年
明
・
北
元
・
高
麗
的
地
緣
政
治
格
局
」
を
参
照
。

58　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

﹇
恭

王
二
十
三
年
﹈
十
一
月
の
條
に
「
遣
密
直
使
張
子
溫
・
典
工
判
書
閔
伯
萱
、
如
京
師
告
訃
、
請
賜
謚
・
承
襲
。

﹇
中
略
﹈
大
明
使
林
密
・
蔡
斌
等
還
至
開
州
站
、
護
送
官
金
義
殺
斌
及
其
子
、
執
密
、
遂
奔
北
元
。
張
子
溫
・
閔
伯
萱
逃
還
。」
と
あ
る
。

59　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

元
年
正
月
の
條
に
「
遣
判
宗
簿
寺
事
崔
源
如
京
師
告
喪
、
請
謚
及
承
襲
。」
と
あ
る
。

60　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
八
洪
武
八
年
三
月
丁
卯
の
條
に
「
高
麗
國
遣
判
宗
簿
事
崔
原
來
告
哀
、
言
去
年
九
月
國
王
王
顓
卒
。
已
遣
使
訃
聞
、
於
朝
為

盜
高
鐵
頭
者
邀
于
路
、
因
不
得
遠
。
又
言
其
國
有
金
義
者
、
奉
使
貢
馬
、
行
至
只
縣
、
遇
朝
使
蔡
斌
・
主
事
林
實
周
、
遂
殺
斌
而
執
實
周
以
還
。
罪
當
死
、

已
誅
義
而
籍
其
家
。
上
疑
其
詐
、
命
拘
崔
原
、
別
遣
使
往
其
國
弔
祭
。」
と
あ
る
。

61　

夫
馬
進
﹇
二
〇
一
五
﹈『
朝
鮮
燕
行
使
と
朝
鮮
通
信
使
』
の
第
二
章
「
明
清
中
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る 「
礼
」 

と 「
問
罪
」」
の
二
、「
明
初
洪
武
期

の
対
高
麗
外
交
と
朝
鮮
外
交
文
書
の
非
礼
事
件
」
を
参
照
。

62　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
十
一
洪
武
十
年
春
正
月
是
月
の
條
に
「
高
麗
遣
使
至
京
師
、
為
其
故
王
王
顓
請
諡
號
。
上
以
顓
為
其
下
所
弑
、
敕
中
書
宰
臣

曰
﹇
中
略
﹈
其
王
輸
誠
數
年
、
乃
為
臣
下
所
弑
。
又
幾
年
矣
、
今
始
來
請
諡
、
將
以
假
吾
朝
命
鎮
撫
其
民
、
且
以
揜
其
弑
逆
之
跡
耳
。
所
請
非
誠
、
不
可

與
也
。
前
所
留
使
者
則
歸
之
。」
と
あ
る
。

63　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
十
六
洪
武
十
年
十
二
月
是
月
の
條
に
「
高
麗
國
遣
使
來
賀
明
年
正
旦
。
上
以
王
顓
既
被
弑
、
而
其
國
數
遣
使
入
貢
、
敕
中
書

宰
臣
曰
、﹇
中
略
﹈
而
其
前
後
使
者
五
至
、
皆
云
嗣
王
遣
之
。
中
書
宜
遣
人
往
問
嗣
王
如
何
、
政
令
安
在
。
若
政
令
如
前
、
嗣
王
不
為
羈
囚
、
則
當
依
前
王

所
言
、
歲
貢
馬
千
匹
、
差
其
執
政
以
半
來
朝
。
明
年
貢
金
一
百
斤
、
銀
一
萬
兩
、
良
馬
百
匹
、
細
布
一
萬
、
仍
以
所
拘
遼
東
之
民
悉
送
來
還
、
方
見
王
位

真
、
而
政
令
行
。
朕
無
惑
也
。﹇
中
略
﹈
中
書
其
如
朕
命
、
遣
人
往
觀
其
所
為
、
且
問
王
之
安
否
。」
と
あ
る
。

64　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

﹇
恭

王
二
十
三
年
﹈
十
二
月
の
條
に
「
遣
判
密
直
司
事
金
湑
如
北
元
告
喪
。」
と
あ
る
。

65　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

三
年
二
月
の
條
に
「
北
元
遣
翰
林
承
旨
孛
刺
的
齎
冊
命
及
御
酒
海
靑
來
詔
曰
、
上
天
眷
命
皇
帝
聖
旨
諭
、﹇
中
略
﹈
今

以
牟
尼
奴
爲
征
東
省
左
丞
相
・
高
麗
國
王
。﹇
中
略
﹈
大
王
始
行
北
元
宣
光
年
號
。」
と
あ
る
。

66　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

三
年
三
月
の
條
に
「
遣
三
司
左
使
李
子
松
如
北
元
謝
冊
命
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

67　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

三
年
九
月
の
條
に
「
姜
仁
裕
在
北
元
遣
人
來
告
曰
、
平
章
文
典
成
大

政
張
海
馬
與
丞
相
納
哈
出
鍊
兵
秣
馬
、
待
高
麗
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軍
來
、
欲
攻
定
遼
衛
。
時
我
不
應
攻
遼
之
請
、
故
又
督
之
。
遣
軍
簿
判
書
文
天
式
告
、
以
天
寒
草
枯
不
可
出
師
。」
と
あ
る
。

68　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

四
年
三
月
の
條
に
「
遣
判
繕
工
寺
事
柳
藩
如
京
師
謝
恩
、
禮
儀
判
書
周
誼
請
謚
・
承
襲
。」
と
あ
る
。

69　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
十
八
洪
武
十
一
年
五
月
丙
子
の
條
に
「
高
麗
國
王
世
子

遣
禮
儀
判
書
周
誼
等
、
貢
馬
六
十
匹
、
白
黑
布
一
百
疋
、
及
金
銀

器
用
。
賜
誼
等
鈔
物
有
差
。」
と
あ
る
。

70　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

四
年
六
月
の
條
に
「
帝
放
還
我
行
人
崔
源
・
全
甫
・
李
之
富
。」
と
あ
る
。

71　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
三
卷
辛

四
年
十
月
の
條
に
「
遣
判
密
直
司
事
沈
德
符
如
京
師
賀
正
、
版
圖
判
書
金
寶
生
謝
放
還
崔
源
等
。」
と
あ
る
。

72　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
二
十
一
洪
武
十
一
年
十
二
月
是
月
の
條
に
「
遣
高
麗
使
還
、
以
敕
諭
之
曰
、
汝
承
奸
臣
之
詐
、
不
得
已
而
來
誑
我
。
今
命
爾

歸
、
當
以
朕
意
言
於
首
禍
之
人
曰
、
爾
殺
中
國
無
罪
之
使
、
其
罪
深
矣
、
非
爾
國
執
政
大
臣
來
朝
、
及
歲
貢
如
約
、
則
不
能
免
問
罪
之
師
。﹇
下
略
﹈」
と

あ
る
。
ま
た
、『
高
麗
史
』
一
百
三
十
四
卷
辛

五
年
三
月
の
條
に
「
沈
德
符
金
寶
生
回
自
京
師
、﹇
中
略
﹈
禮
部
尙
書
朱
夢
炎
錄
帝
旨
以
示
國
人
曰
、﹇
中

略
﹈
爾
中
書
差
人
詣
彼
、
問
嗣
王
之
何
如
、
政
令
之
安
在
。
若
政
令
如
前
、
嗣
王
不
被
羈
囚
、
則
當
仍
依
前
王
所
言
、
今
歲
貢
馬
一
千
、
差
執
政
陪
臣
以

半
來
朝
。
明
年
貢
金
一
百
斤
・
銀
一
萬
兩
・
良
馬
百
匹
・
細
布
一
萬
匹
、
歲
以
爲
常
、
仍
將
所
拘
遼
東
之
民
無
問
數
萬
悉
送
回
還
、
方
乃
王
位
眞
、
而
政

令
行
。
朕
無
惑
也
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

73　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

九
年
八
月
の
條
に
「
遣
門
下
贊
成
事
金
庾
賀
聖
節
、
請
謚
・
承
襲
・
陳
情
。
密
直
副
使
李
子
庸
賀
千
秋
節
。」
と
あ
る
。

74　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
五
十
七
洪
武
十
六
年
冬
十
月
戊
子
の
條
に
「
高
麗
國
遣
其
臣
張
伯
・
崔
涓
貢
方
物
、
詔
卻
之
、
且
命
禮
部
諮
諭
其
國
曰
﹇
中

略
﹈
高
麗
既
專
臣
妾
、
永
守
事
大
之
誠
、
使
者
慢
命
無
禮
、
當
詰
其
罪
。
所
貢
方
物
、
宜
卻
不
受
。
仍
與
高
麗
言
、
誠
欲
聽
約
束
、
則
當
以
前
五
歲
違
約

不
貢
之
馬
及
金
銀
並
至
、
則
可
見
其
誠
意
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

九
年
十
一
月
の
條
に
「
譯
者
張
伯
還
自
京
師
曰
、
帝

以
進
賀
使
金
庾
・
李
子
庸
過
期
而
至
、
下
法
司
。
禮
部
咨
曰
、
奉
聖
旨
、﹇
中
略
﹈
高
麗
旣
全
臣
妾
、
永
守
事
大
之
誠
、
來
使
旣
非
朝
禮
、
當
送
法
司
、
如

律
令
。
其
所
進
禮
物
、
旣
不
依
節
而
至
、
勿
納
。
更
與
高
麗
文
書
、
必
然
願
聽
約
束
、
前
五
年
未
進
歲
貢
馬
五
千
匹
・
金
五
百
斤
・
銀
五
萬
兩
・
布
五
萬

匹
一
發
將
來
、
乃
爲
誠
意
、
方
免
他
日
取
使
者
之
兵
至
彼
。
欽
此
。
已
將
進
獻
禮
物
、
不
動
原
封
盡
數
責
令
原
差
來
人
裴
仲
倫
等
收
領
、
於
水
路
回
還
。

今
再
令
差
來
人
崔
涓
等
四
名
齎
文
陸
路
回
還
。」
と
あ
る
。

75　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

九
年
十
二
月
の
條
に
「

令
兩
府
百
官
議
歲
貢
、
皆
以
一
遵
帝
旨
爲
對
、
於
是
置
進
獻
盤
纏
色
。」
と
あ
る
。
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76　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

十
年
十
月
の
條
に
「
遣
連
山
君
李
元
紘
如
京
師
獻
歲
貢
。」
と
あ
る
。

77　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
七
十
洪
武
十
八
年
春
正
月
丁
丑
の
條
に
「
高
麗
遣
使
進
馬
五
千
匹
・
金
五
百
斤
・
銀
五
萬
兩
・
布
五
萬
匹
、
賜
其
使
金
庾
等

八
十
七
人
鈔
三
百
八
十
二
錠
。」
と
あ
る
。

78　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

十
年
十
月
の
條
に
「
都
評
議
使
司
申
禮
部
曰
、
原
奉
五
年
歲
貢
金
五
百
斤
、
數
內
見
解
送
九
十
六
斤
一
十
四
兩
、
其
未

辦
四
百
三
斤
二
兩
、
折
准
馬
一
百
二
十
九
匹
。
銀
五
萬
兩
、
數
內
見
解
送
一
萬
九
千
兩
、
未
辦
三
萬
一
千
兩
、
折
准
馬
一
百
四
匹
。
布
五
萬
匹
、
數
內
見

解
送
白
苧
布
四
千
三
百
匹
・
黑
麻
布
二
萬
四
千
四
百
匹
・
白
麻
官
布
二
萬
一
千
三
百
匹
。
馬
五
千
匹
、
數
內
已
解
送
四
千
匹
、
遼
東
都
司
收
訖
、
今
見
解

送
一
千
匹
。」
と
あ
る
。

79　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
七
十
洪
武
十
八
年
春
正
月
戊
寅
の
條
に
「
上
諭
禮
部
臣
曰
、﹇
中
略
﹈
今
既
聽
命
其
心
已
見
、
宜
再
與
之
約
、
削
其
歲
貢
、

令
三
年
一
朝
、
貢
馬
五
十
匹
。
至
二
十
一
年
正
旦
乃
貢
。
汝
宜
以
此
意
諭
之
。」
と
あ
る
。

80　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

十
一
年
四
月
の
條
に
「
帝
放
還
金
庾
・
洪
尙
載
・
李
子
庸
・
周
謙
・
黃
陶
・
裴
仲
倫
等
、
許
通
朝
聘
。
子
庸
道
死
。」

と
あ
る
。

81　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
五
卷
辛

十
一
年
五
月
の
條
に
「
五
月
、
遣
門
下
評
理
尹
虎
・
密
直
副
使
趙
胖
、
如
京
師
謝
恩
、
且
請
謚
・
承
襲
・
謝
恩
。」
と

あ
る
。

82　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
七
十
四
洪
武
十
八
年
秋
七
月
癸
亥
の
條
に
「
高
麗
權
國
事
王

復
遣
門
下
評
理
尹
虎
・
密
直
副
使
趙
胖
上
表
獻
馬
、
請
襲

爵
、並
請
其
故
王
王
顓
封
諡
。
從
其
請
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
七
十
四
洪
武
十
八
年
秋
七
月
甲
戌
の
條
に
「
詔
頒
誥
于
高
麗
國
、

封
王

為
高
麗
國
王
、
其
故
王
顓
賜
諡
恭

。
以
國
子
學
錄
張
溥
為
詔
使
、
行
人
叚
裕
副
之
、
國
子
典
簿
周
倬
為
誥
使
、
行
人
雒
英
副
之
。」
と
あ
る
。

83　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
五
洪
武
二
十
年
九
月
丁
未
の
條
に
「
遣
指
揮
趙
隆
齎
詔
命
右
副
將
永
昌
侯
藍
玉
為
征
虜
大
將
軍
、延
安
侯
唐
勝
宗
為
左

副
將
軍
、
武
定
侯
郭
英
為
右
副
將
軍
、
都
督
僉
事
耿
忠
為
左
參
將
、
都
督
僉
事
孫
恪
為
右
參
將
、
敕
諭
玉
等
曰
、﹇
中
略
﹈
然
胡
虜
餘

未
盡
殄
滅
、
終
為

邊
患
。
宜
因
天
時
、
率
師
進
討
、
曩
諭
克
取
之
機
、
尚
服
斯
言
、
益
勵
士
卒
、
奮
揚
威
武
、
期
必
成
功
。
肅
清
沙
漠
、
在
此
一
舉
。
卿
等
其
勉
之
。」
と
あ

る
。

84　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
六
洪
武
二
十
年
冬
十
月
庚
午
の
條
に
「
征
虜
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
奏
、
天
氣
尚
寒
、
胡
人
歛
跡
、
大
軍
久
屯
塞
上
、
徒
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費
饋
餉
。
今
量
留
人
馬
戍
守
大
寧
・
會
州
等
處
、
大
軍
分
回
薊
州
近
城
屯
駐
、
俟
有
邊
報
、
然
後
進
軍
。
詔
許
之
。」
と
あ
る
。

85　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
九
洪
武
二
十
一
年
三
月
壬
午
の
條
に
「
遣
使
齎
敕
諭
征
虜
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
等
曰
、
近
者
故
元
司
徒
阿
速
等
來
降
、

朕
察
其
事
情
、
知
虜
心
惶
惑
、

無
紀
律
、
度
其
勢
不
能
持
久
。
卿
等
宜
整
飭
士
馬
、
倍
道
兼
進
、
直
抵
虜
庭
、
覆
其
巢
穴
。
其

若
降
附
、
撫
慰
南
來
。

毋
失
事
機
、
以
孤
朕
望
。」
と
あ
る
。

86　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
九
洪
武
二
十
一
年
三
月
是
月
の
條
に
「
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
等
率
師
十
五
萬
由
大
寧
進
至
慶
州
、聞
虜
主
脫
古
思
帖
木

兒
在
捕
魚
兒
海
、
從
間
道
兼
程
而
進
。」
と
あ
る
。

87　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
洪
武
二
十
一
年
夏
四
月
乙
卯
の
條
に
「
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
師
至
百
眼
井
、
去
捕
魚
兒
海
尚
四
十
餘
里
、﹇
中
略
﹈
丙

辰
黎
明
至
捕
魚
兒
海
南
飲
馬
偵
知
虜
主
營
在
海
東
北
八
十
餘
里
。
玉
以
弼
為
前
鋒
、
直
薄
其
營
。
虜
始
謂
我
軍
乏
水
草
、
必
不
能
深
入
、
不
設
備
。
又
大

風
揚
沙
、
晝
晦
軍
行
、
虜
皆
不
知
。
虜
主
方
欲
北
行
、
整
車
馬
皆
北
向
。
忽
大
軍
至
、
其
太
尉
蠻
子
率

拒
戰
、
敗
之
、
殺
蠻
子
及
其
軍
士
數
十
人
、
其

遂
降
。
虜
主
脫
古
思
帖
木
兒
與
其
太
子
天
保
奴
・
知
院
捏
怯
來
・
丞
相
失
烈
門
等
數
十
騎
遁
去
。
玉
率
精
騎
追
之
、
出
千
餘
里
不
及
而
還
。
獲
其
次
子

地
保
奴
・
妃
子
等
六
十
四
人
及
故
太
子
必
里
禿
妃
並
公
主
等
五
十
九
人
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

88　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
洪
武
二
十
一
年
夏
四
月
是
月
の
條
に
「
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
破
故
元
將
哈
剌
章
營
、獲
其
部
下
軍
士
一
萬
五
千
八
百
三

戶
、
馬
駝
四
萬
八
千
一
百
五
十
餘
匹
。」
と
あ
る
。

89　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
洪
武
二
十
一
年
五
月
甲
午
の
條
に
「
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
等
遣
使
至
京
上
表
奏
捷
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

90　
『
明
太
祖
實
錄
』
一
百
九
十
二
洪
武
二
十
一
年
秋
七
月
戊
寅
の
條
に
「
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
遣
人
送
虜
主
次
子
地
保
奴
及
後
妃
・
公
主
等
至
京
。﹇
中
略
﹈

於
是
遣
至
護
送
往
居
琉
球
、
仍
厚
遺
資
遣
之
。」
と
あ
る
。

91　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
三
洪
武
二
十
一
年
八
月
丁
卯
の
條
に
「
征
虜
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉
等
還
朝
。﹇
下
略
﹈ 

」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
太
祖
實

錄
』
卷
之
一
百
九
十
三
洪
武
二
十
一
年
八
月
戊
辰
の
條
に
「
宴
征
北
諸
將
於
奉
天
殿
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

92　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
四
洪
武
二
十
一
年
冬
十
月
丙
午
の
條
に
「﹇
上
略
﹈
初
虜
主
脫
古
思
帖
木
兒
在
捕
魚
兒
海
為
我
師
所
敗
、
率
其
餘

欲

還
和
林
依
丞
相
咬
住
。
行
至
土
剌
河
、
為
也
速
迭
兒
所
襲
擊
、
其

潰
散
、
獨
與
捏
怯
來
等
十
六
騎
遁
去
。
適
遇
丞
相
咬
住
・
太
尉
馬
兒
哈

領
三
千
人

來
迎
。
又
以
闊
闊
帖
木
兒
人
馬

多
、欲
往
依
之
。
會
天
大
雪
三
日
不
得
發
也
。
速
迭
兒
遣
大
王
火
兒
忽
答
孫
王
府
官
孛
羅
追
襲
之
、獲
脫
古
思
帖
木
兒
、
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以
弓
弦
縊
殺
之
、
並
殺
其
太
子
天
保
奴
。
故
捏
怯
來
等
恥
事
之
、
遂
率
其

來
降
。」
と
あ
る
。

93　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
七
洪
武
二
十
年
十
二
月
壬
申
の
條
に
「
命
戶
部
諮
高
麗
王
、
以
鉄
嶺
北
東
西
之
地
、
舊
屬
開
元
、
其
土
著
軍
民
女
直
韃

靼
高
麗
人
等
、
遼
東
統
之
。
鉄
嶺
之
南
、
舊
屬
高
麗
、
人
民
悉
聽
本
國
管
屬
。
疆
境
既
正
、
各
安
其
守
、
不
得
復
有
所
侵
越
。」
と
あ
る
。

94　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
七
卷
辛

十
四
年
二
月
の
條
に
「
偰
長
壽
還
自
京
師
、
口
宣
聖
旨
曰
、﹇
中
略
﹈ 

鐵
嶺

北
元
屬
元
朝
、
並
令
歸
之
遼
東
。
其
餘

開
元
瀋
陽
信
州
等
處
軍
民
聽
從
復
業
。」
と
あ
る
。

95　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
七
卷
辛

十
四
年
二
月
の
條
に
「

與
崔
瑩
密
議
攻
遼
、
發
京
城
坊
里
軍
、
修
漢
陽
・
重
興
城
。﹇
中
略
﹈
大
明
欲
建
鐵
嶺
衛
、

遣
密
直
提
學
朴
宜
中
表
請
曰
、
昊
天
廣
大
、
覆
育
無
遺
、
帝
王
作
興
、
疆
理
必
正
、
玆
殫
卑
懇
、
仰
瀆
聰
聞
。
粤
惟
弊
邦
僻
在
遐
壤
、
褊
小
實
同
於
墨

誌
、
崤
嶢
何
異
於
石
田
。
况
從
東
隅
、
以
至
北
鄙
、
介
居
山
海
、
形
勢
甚
偏
、
傳
自
祖
宗
、
區
域
有
定
。
切
照
鐵
嶺

北
、
歷
文
・
高
・
和
・
定
・
咸
等

諸
州
以
至
公
嶮
鎭
、
自
來
係
是
本
國
之
地
。﹇
中
略
﹈ 

今
欽
見
奉
鐵
嶺

北
・

東
・

西
元
屬
開
元
所
管
、
軍
民
仍
屬
遼
東
、
欽
此
。
鐵
嶺
之
山
、
距
王

京
僅
三
百
里
、
公
嶮
之
鎭
、
限
邊
界
非
一
二
年
。
其
在
先
臣
、
幸
逢
昭
代
、
職
罔
愆
於
侯
度
、
地
旣
入
於
版
圖
。
還
及
微
軀
、
優
蒙
睿
澤
、
特
下
十
行
之

詔
、
俾
同
一
視
之
仁
。
伏
望
陛
下
度
擴
包
容
、
德
敦
撫
綏
、
遂
使
數
州
之
地
仍
爲
下
國
之
疆
、
臣
謹
當
益
感
再
造
之
恩
。
恒
祝
萬
年
之
壽
。」
と
あ
る
。

96　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
洪
武
二
十
一
年
夏
四
月
壬
戌
の
條
に
「
時
高
麗
王

表
言
、
文
・
高
・
和
・
定
等
州
、
本
為
高
麗
舊
壤
、
鐵
嶺
之
地
、

實
其
世
守
、
乞
仍
以
為
統
屬
。
上
諭
禮
部
尚
書
李
原
名
曰
、
數
州
之
地
、
如
高
麗
所
言
似
合
隸
之
、
以
理
勢
言
之
、
舊
既
為
元
所
統
、
今
當
屬
於
遼
。
況

今
鐵
嶺
已
置
衛
、
自
屯
兵
馬
守
其
民
、
各
有
統
屬
。
高
麗
之
言
、
未
足
為
信
。
且
高
麗
地
壤
舊
以
鴨
綠
江
為
界
、
從
古
自
為
聲
教
、
然
數
被
中
國
累
朝
征

伐
者
、
為
其
自
生
釁
端
也
。
今
復
以
鐵
嶺
為
辭
、
是
欲
生
釁
矣
。
遠
邦
小
夷
、
固
宜
不
與
之
較
、
但
其
詐
偽
之
情
、
不
可
不
察
。
禮
部
宜
以
朕
所
言
諮
其

國
王
、
俾
各
安
分
、
毋
生
釁
端
。」
と
あ
る
。

97　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
九
洪
武
二
十
一
年
三
月
辛
丑
の
條
に
「
置
鐵
嶺
衛
指
揮
使
司
。
先
是
、元
將
拔
金
完
哥
率
其
部
屬
金
千
吉
等
來
附
。
至

是
、
遣
指
揮
僉
事
李
文
・
高
顒
・
鎮
撫
杜
錫
置
衛
於
奉
集
縣
、
以
撫
安
其

。」
と
あ
る
。

98　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
七
卷
辛

十
四
年
三
月
の
條
に
「
西
北
面
都
安
撫
使
崔
元
沚
報
、
遼
東
都
司
遣
指
揮
二
人
、
以
兵
千
餘
來
至
江
界
、
將
立
鐵
嶺

衛
。
帝
豫
設
本
衛
、
鎭
撫
等
官
皆
至
遼
東
、
自
遼
東
至
鐵
嶺
、
置
七
十
站
、
站
置
百
戶
。」
と
あ
る
。

99　
『
高
麗
史
』
一
百
三
十
七
卷
辛

十
四
年
三
月
の
條
に
「

自
東
江
還
馬
上
泣
曰
、
群
臣
不
聽
吾
攻
遼
之
計
、
使
至
於
此
。
遂
徵
八
道
精
兵
下
令
曰
、
明
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日
欲
西
幸
、
臣
僚
宜
皆
著
大
元
冠
服
。」
と
あ
る
。 

ま
た
、『
高
麗
史
』
一
百
三
十
七
卷
辛

十
四
年
四
月
の
條
に
「

次
平
壤
督
徵
諸
道
兵
、
作
浮
橋
于

鴨
綠
江
、
使
大
護
軍
裴
矩
督
之
、
船
運
林
廉
等
家
財
于
西
京
欲
充
軍
賞
。
又
發
中
外
僧
徒
爲
兵
、
抄
京
畿
兵
屯
東
西
江
以
備
倭
。
加
崔
瑩
八
道
都
統
使
、

以
昌
城
府
院
君
曹
敏
修
爲
左
軍
都
統
使
﹇
中
略
﹈、
以
我
太
祖
爲
右
軍
都
統
使
﹇
中
略
﹈。
左
右
軍
共
三
萬
八
千
八
百
三
十
人
、
傔
一
萬
一
千
六
百
三
十
四

人
、
馬
二
萬
一
千
六
百
八
十
二
匹
。 

遣
右
代
言
李
種
學
行
助
兵
六
丁
神
醮
禮
。﹇
下
略
﹈」
と
あ
る
。

100　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
三
洪
武
二
十
一
年
八
月
甲
寅
の
條
に
「
高
麗
千
戶
陳
景
來
降
、
言
、
其
故
為
高
麗
國
元
帥
崔
完
者
部
曲
、
是
年
四
月
國

王
王

欲
寇
遼
東
、
率
其
都
軍
相
崔
瑩
・
李
成
桂
繕
兵
于
西
京
。
成
桂
使
景
屯
艾
州
、
以
糧
餉
不
繼
退
師
。
王
怒
殺
成
桂
之
子
、
率
兵
還
王
城
。
成
桂
乃

以
兵
逼
王
、
攻
破
王
城
、
囚
王
及
崔
瑩
。
景
懼
禍
及
、
不
敢
歸
。
時
景
妻
子
已
為
遼
東
白
帖
木
兒
招
諭
入
境
、
故
與
其
屬
韓
成
・
李
帖
木
兒
來
降
。
上
知

其
故
、
敕
遼
東
謹
烽
堠
、
嚴
守
備
。
仍
遣
人
以
偵
之
。」
と
あ
る
。

101　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
八
洪
武
二
十
四
年
三
月
己
丑
の
條
に
「
詔
于
高
麗
市
馬
一
萬
匹
、
並
索
閹
人
二
百
人
。」
と
あ
る
。

102　
『
高
麗
史
』
四
十
六
卷
恭
讓
王
三
年
六
月
己
未
の
條
に
「
遣
判
繕
工
寺
事
楊
天
植
・
禮
曹
摠
郞
孔
俯
等
如
京
師
獻
馬
一
千
五
百
匹
。
都
評
議
使
司
申
禮
部

曰
、
敬
奉
權
署
國
事
言
語
、
除
閹
人
另
行
推
刷
外
、
竊
照
本
國
所
產
馬
匹
、
軀
幹
矮
小
、
其
稍
大
者
稀
少
、
然
戰
倭
・
服
遠
・
負
重
・
耐
苦
、
小
邦
之
人

實
以
賴
之
。
近
年
以
來
、
遼
東
收
買
旣
多
、
時
疫
倒
損
不
少
、
難
以
一
時
措
辦
。
除
已
欽
依
行
移
在
城
官
司

府
州
郡
縣
、
儘
力
措
辦
、
陸
續
起
解
。
□

閑
又
奉
權
署
國
事
言
語
、
小
邦
貢
獻
合
盡
臣
子
之
禮
、
所
進
馬
匹
何
敢
受
價
、
可
申
覆
禮
部
從
容
奏
達
、
停
給
價
之
命
、
但
令
遼
東
都
司
隨
到
隨
收
、
庶

表
小
邦
之
誠
信
。
敬
此
先
將
辦
到
雜
色
馬
一
千
五
百
匹
管
押
前
去
遼
東
都
司
交
割
。」
と
あ
る
。

103　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
十
一
洪
武
二
十
四
年
八
月
戊
辰
の
條
に
「
高
麗
權
國
事
王
瑤
遣
判
繕
工
寺
楊
天
植
等
進
所
市
馬
一
千
五
百
匹
至
遼
東
、且
訴

言
﹇
中
略
﹈
今
奉
綸
音
、
敢
不
竭
力
、
但
比
年
所
產
之
馬
軀
幹
短
小
、
懼
無
以
副
命
、
然
禦
倭
・
致
遠
・
負
重
・
耐
寒
、
小
邦
賴
之
、
敢
先
以
獻
、
其
餘

以
次
奉
進
。
上
納
其
貢
而
從
其
請
。」
と
あ
る
。

104　
『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
十
四
洪
武
二
十
四
年
十
一
月
己
亥
の
條
に
「
高
麗
權
國
事
王
瑤
遣
其
臣
金
之
鐸
等
送
互
市
馬
二
千
五
百
至
遼
東
、上
命
定
遼

衞
指
揮
僉
事
張
忠
送
廣
寧
中
護
等
衞
牧
養
。」
と
あ
る
。
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史
料
・
文
献
リ
ス
ト

史
料

『
明
太
祖
實
錄
』　

中
華
民
國
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所 

一
九
六
六

『
譯
註
高
麗
史
』　

大
韓
民
國
東
亞
大
學
出
版
社 

一
九
七
三

『
大
日
本
史
料
』　

日
本
國
東
京
大
學
出
版
會 

一
九
六
八

文
獻

日
文

檀
上
寛　

二
〇
一
三
『
明
代
海
禁=
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）　

鄭

生　

二
〇
一
三
『
明
代
の
倭
寇
』（
汲
古
書
院
）　

夫
馬
進　

二
〇
一
五
『
朝
鮮
燕
行
使
と
朝
鮮
通
信
使
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

宮
崎
市
定　

一
九
六
九
「
洪
武
か
ら
永
楽
へ
―
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
」『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
七
巻
第
四
号

中
文

李
新
峰　

一
九
九
八
「
恭
愍
王
後
期
明
・
高
麗
關
係
與
明
・
蒙
戰
局
」『
韓
國
學
論
文
集
』
第
七
輯

于
曉
光　

二
〇
〇
六
「
元
末
明
初
高
麗
兩
端
外
交
原
因
初
探
」『
東
岳
論
叢
』
第
二
十
七
巻
第
一
期

張
士
尊　

一
九
九
七
「
高
麗
與
北
元
關
係
對
明
與
高
麗
關
係
的
影
響
」『
綏
化
師
專
學
報
』
第
十
七
巻
第
一
期

趙
現
海　

二
〇
一
〇
「
洪
武
初
年
明
・
北
元
・
高
麗
的
地
緣
政
治
格
局
」『
古
代
文
明
』
第
四
巻
第
一
期

（
本
学
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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二
十
年
九
月

二
十
年
正
月

十
三
年
二
月

五
年
正
月

三
年
五
月

三
年
四
月

吳
元
年
十
月

年
月

征
虜
大
將
軍
永
昌
侯
藍
玉

左
副
將
軍
延
安
侯
唐
勝
宗

右
副
將
軍
武
定
侯
郭
英

征
虜
大
將
軍
宋
國
公
馮
勝

左
副
將
軍
潁
國
公
傅
友
德

右
副
將
軍
永
昌
侯
藍
玉

西
平
侯
沐
英

征
虜
大
將
軍
魏
國
公
徐
達

左
副
將
軍
曹
國
公
李
文
忠

征
西
將
軍
宋
國
公
馮
勝

左
副
將
軍
李
文
忠

征
虜
大
將
軍
徐
達

征
虜
大
將
軍
信
國
公
徐
達

征
虜
副
將
軍
鄂
國
公
常
遇
春

將
軍

藍
玉
師
至
捕
魚
兒
海
敗
元
太
尉
蠻
子
元
將
哈
剌
章

俘
元
帝
后
妃
次
子
地
保
奴
吳
王

兒
只
代
王
達
裡
麻
平
章
八
蘭
等
等

獲
軍
士
男
女
七
萬
七
千
余
寶
璽
圖
書
牌
面
宣
敕
照
會
金
印
銀
印
馬
駝
牛
羊
車
若

干 馮
勝
師
入
金
山
降
納
哈
出

擒
脫
火
赤
愛
足
等
於
亦
集
乃
路

大
將
軍
徐
達
兵
至
嶺
北
與
虜
戰
失
利
歛
兵
守
塞

左
副
將
軍
李
文
忠
進
至
稱
海
遘
虜
兵
合
圍
苦
戰
引
還

征
西
將
軍
馮
勝
平
河
西

克
應
昌

俘
元
主
嫡
孫
買
的
裡
八
剌
並
後
妃
宮
人
暨
諸
王
省
院
達
官
士
卒
等

獲
宋
元
玉
璽
金
寶
宣
和
殿
玉
圖
書
玉
冊
鎮
圭
大
圭
玉
帶
玉
斧
駝
馬
牛
羊
若
干

破
擴
廓
帖
木
兒
於
瀋
兒
峪

陷
元
大
都

平
齊
魯
河
洛
燕
晉
等
地

戰
果

表
一　

大
明
征
討
北
元
年
表

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈
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洪
武
十
一
年
十
二
月

洪
武
十
一
年
八
月

洪
武
十
一
年
六
月

洪
武
七
年
九
月

洪
武
四
年
六
月

洪
武
三
年
十
二
月

洪
武
三
年
十
月

洪
武
三
年
九
月

洪
武
三
年
六
月

洪
武
三
年
五
月

洪
武
二
年
四
月

年
月

不
明

不
明

不
明

咸
禮

袁
不
花
帖
木
兒

黃
儔

不
明

不
明

不
明

不
明

不
明

不
明

使
者

詔
諭
故
元
丞
相
哈
剌
章
蠻
子
驢
兒
納
哈
出
等

齎
詔
往
金
山
諭
元
將
納
哈
出

祭
故
元
幼
主
於
沙
漠

遣
還
買
的
里
八
剌

遺
其
父
愛
猷
識
里
達
臘
織
金
文
綺
及
錦
衣

齎
書
諭
納
哈
出

致
書
元
太
子
並
招
諭
和
林
諸
部

致
書
元
太
子
愛
猷
識
里
達
臘

詔
諭
遼
陽
等
處
官

詔
諭
元
宗
室
部
落
臣
民

以
书
谕
纳
哈
出

遣
使
以
书
与
元
主

事
項

表
二　

大
明
交
通
北
元
年
表

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈
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表
三　

洪
武
年
間
大
明
交
通
高
麗
年
表

八
年
三
月

七
年
四
月

五
年
正
月

四
年
四
月

三
年
七
月

三
年
六
月

三
年
六
月

三
年
四
月

三
年
正
月

二
年
八
月

二
年
五
月

元
年
十
二
月

年
月
日

不
明

禮
部
主
事
林
密

孶
牧
大
使
蔡
斌

宦
者
前
元
院
使
延
達
麻
失
裡

孫
內
侍

中
書
省

中
書
省
宣
史
孟
原
哲

百
戶
丁
志
孫
昌
甫

秘
書
監
直
長
夏
祥
鳳

禮
部
主
事
栢
禮

侍
儀
舍
人
蔔
謙

道
士
徐
師
昊

符
寶
郎
偰
斯

宦
者
金
麗
淵

符
寶
郎
偰
斯

使
者

往
其
國
弔
祭

諮
以
良
馬
來
貢

徙
歸
德
侯
陳
理
歸
義
侯
明
昇
於
高
麗

諮
告
前
元
遼
陽
行
省
歸
順

述
前
元
覆
亡
之
由

究
蘭
秀
山
叛
賊
陳
君
祥

頒
革
正
神
號
詔

頒
封
建
諸
王
詔

頒
科
舉
詔

祀
其
國
山
川

封
王
顓
為
國
王

送
高
麗
流
寓
人
還
其
國

告
定
有
天
下
號
曰
大
明

交
渉
事
項
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二
十
年
九
月

十
九
年
十
二
月

十
八
年
七
月

十
八
年
六
月

十
八
年
四
月

十
八
年
二
月

十
六
年
正
月

十
五
年
七
月

十
三
年
正
月

十
二
年
八
月

十
二
年
正
月

十
年
十
二
月

年
月
日

遼
東
都
司

指
揮
僉
事
高
家
奴
徐
質

國
子
學
錄
張
溥

國
子
典
簿
周
倬

遼
東
都
司
桑
麟

遼
東
都
司

遼
東
都
司
百
戶
程
與

遼
東
都
司

不
明

不
明

遼
東
都
司

遼
東
都
司
鎭
撫
任
誠

中
書
省

使
者

市
屯
田

以
綺
叚
布
匹
市
馬

命
發
還
避
寇
東
來
瀋
陽
軍
民
四
萬
餘
戶

封
王

為
高
麗
國
王

其
故
王
顓
賜
諡
恭

推
還
元
季
流
民
李
朶
里
不
歹
等
四
十
七
人.

買
農
牛

問
金
得
卿
擊
殺
官
軍
之
故

移
文
命
檻
送
文
哈
刺
不
花
以
効
其
誠

發
遣
梁
王
家
屬
安
置
濟
州

詔
問
貢
不
如
約
之
由

咨
押
送
胡
使
以
表
忠
心

索
被
虜
人
及
逃
軍

往
問
嗣
王
如
何
政
令
安
在

諮
其
王
歲
貢
馬
千
匹
差
執
政
以
半
來
朝

交
渉
事
項
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二
十
四
年
十
月

二
十
四
年
三
月

二
十
二
年
十
一
月

二
十
一
年
十
二
月

二
十
年
十
二
月

年
月
日

前
元
承
徽
院
使
康
完
者
篤

前
元
中
政
院
使
韓
龍

黃
禿
蠻

不
明

前
元
院
使
喜
山
大
卿

金
麗
普
化

遼
東
百
戶
王
得
明

使
者

齎
禮
物

觀
署
政

禁
割
勢

易
馬
一
萬

索
閹
人
二
百

召
拍
拍
太
子
之
子
六
十
奴
及
火
者
蔔
尼

求
馬
及
閹
人

諮
以
鉄
嶺
北
東
西
之
地
屬
遼
東
以
鉄
嶺
南
之
地
屬
高
麗

交
渉
事
項

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』『
高
麗
史
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈
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五
年
三
月

四
年
十
一
月

四
年
七
月

三
年
九
月

三
年
八
月

三
年
七
月

二
年
八
月

二
年
五
月

年
月
日

不
明

韓
邦
彥

判
開
城
府
事
姜
仲
祥

知
密
直
司
事
鄭
思
道

摠
部
尙
書
洪
仲
元

工
部
尙
書
權
鈞
如

判
宗
簿
寺
事
尹
控

三
司
左
使
姜
師
贊

摠
部
尙
書
成
准
得

大
將
軍
金
甲
雨

工
部
尙
書
張
子
溫

禮
部
尙
書
洪
尙
載

監
門
衛
上
護
軍
李
夏
生

使
者

諮
定
遼
衛
曰
如
獲
奇
賽
因
帖
木
兒
起
遣
前
來

請
通
陸
路
朝
賀

賀
聖
節

賀
正

賀
千
秋
節

賀
正

賀
聖
節

賀
封
建
親
王

謝
冊
命
及
璽
書

納
前
元
所
降
金
印

計
禀
耽
羅
事

賀
聖
節

賀
皇
太
子
千
秋
節

賀
正

請
賜
本
國
朝
賀
儀
注

賀
登
極

謝
恩

交
涉
事
項

表
四　

洪
武
年
間
高
麗
交
通
大
明
年
表
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六
年
十
月

六
年
七
月

六
年
六
月

六
年
二
月

五
年
十
一
月

五
年
八
月

五
年
七
月

五
年
四
月

五
年
四
月

五
年
三
月

年
月
日

密
直
副
使
張
子
溫

判
繕
工
寺
事
禹
仁
烈

判
繕
工
寺
事
周
英
贊

前
雞
林
尹
金
庾

密
直
副
使
鄭
元
庇

判
書
張
子
溫

判
密
直
司
事
盧
稹

贊
成
事
姜
仁
裕

同
知
密
直
司
事
金
湑

同
知
密
直
司
事
成
元
揆

版
圖
判
書
林
完

禮
部
尙
書
吳
季
南

民
部
尙
書
張
子
溫

知
密
直
司
事
洪
師
範

使
者

賀
正

進
陳
情
謝
恩
表

獻
馬
二
十
四
匹
騾
子
二
匹

賀
千
秋
節

獻
濟
州
牧
胡
肖
忽
禿
不
花
所
獻
馬
十
九
匹
驢
二
匹

賀
聖
節

賀
正

貢
馬

如
定
遼
衛
請
錄
聖
旨
全
文
以
示
卻
貢
之
由

謝
賜
藥
材
藥
方

謝
賜
彩
匹

進
方
物

賀
聖
節

賀
千
秋

獻
本
國
馬
六
匹

請
討
耽
羅

賀
平
蜀

交
涉
事
項
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九
年
三
月

九
年
二
月

九
年
正
月

八
年
十
一
月

八
年
六
月

八
年
三
月

八
年
正
月

七
年
九
月

七
年
二
月

六
年
十
一
月

年
月
日

判
事
金
龍

李
之
富

密
直
副
使
金
寶
生

不
明

孫
君
祐

判
事
孫
天
用

判
宗
簿
寺
事
崔
源

密
直
副
使
金
義

同
知
密
直
司
事
張
子
溫

密
直
副
使
鄭
庇

判
事
禹
仁
烈

上
護
軍
周
誼

不
明

使
者

如
定
遼
衛
通
好

如
定
遼
衛
通
好

賀
正

奏
盡
誅
濟
州
叛
逆

送
還
被
倭

獲
大
明
人
張
來
興
等

獻
貢
馬
一
百
匹

告
喪

請
謚
及
承
襲

領
馬
三
百
匹
送
定
遼
衛

謝
通
朝
貢
道
路

請
冠
服

賀
正

請
通
陸
路
朝
見

請
方
物
仍
舊

謝
璽
書
訓
戒

諮
中
書
省
請
賜
火
藥

交
涉
事
項
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十
五
年
七
月

十
五
年
四
月

十
四
年
十
一
月

十
四
年
十
月

十
三
年
十
二
月

十
三
年
四
月

十
二
年
十
月

十
一
年
十
月

十
一
年
三
月

年
月
日

密
直
司
使
柳
藩

門
下
贊
成
事
金
庾

門
下
評
理
洪
尙
載

知
密
直
金
寶
生

同
知
密
直
鄭
夢
周

密
直
副
使
李
海

典
工
判
書
裴
行
儉

密
直
使
李
海

門
下
評
理
金
庾

門
下
贊
成
事
權
仲
和

禮
儀
判
書
李
海

崇
敬
尹
周
誼

門
下
評
理
李
茂
方

判
密
直
裴
彦

判
密
直
司
事
沈
德
符

版
圖
判
書
金
寶
生

判
繕
工
寺
事
柳
藩

禮
儀
判
書
周
誼

使
者

賀
平
雲
南

進
歲
貢
金
一
百
斤
銀
一
萬
兩
布
一
萬
匹
馬
一
千
匹

獻
馬
九
百
三
十
三
匹

賀
正

貢
金
三
百
兩
銀
一
千
兩
馬
四
百
五
十
匹
布
四
千
五
百
匹

請
謚
承
襲

如
遼
東
陳
情

進
歲
貢

上
陳
情
表

賀
正

謝
放
還
崔
源
等

謝
恩

請
謚
承
襲

交
涉
事
項
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十
八
年
六
月

十
八
年
五
月

十
七
年
十
月

十
七
年
八
月

十
七
年
七
月

十
七
年
六
月

十
七
年
五
月

十
七
年
正
月

十
六
年
八
月

十
五
年
十
一
月

年
月
日

密
直
使
安
翊

密
直
副
使
張
方
平

門
下
評
理
尹
虎

密
直
副
使
趙
胖

連
山
君
李
元
紘

禮
儀
判
書
金
進
宜

政
堂
文
學
鄭
夢
周
如

右
常
侍
李
天
祀

判
宗
簿
寺
事
張
方
平

判
宗
簿
寺
事
金
進
宜

都
評
議
使
司
臣

門
下
贊
成
事
金
庾

密
直
副
使
李
子
庸

同
知
密
直
司
事
鄭
夢
周

版
圖
判
書
趙
胖

使
者

賀
聖
節

謝
恩

請
謚
承
襲

獻
歲
貢

獻
歲
貢
馬
一
千
匹

賀
聖
節

請
承
襲
及
謚

賀
千
秋
節

獻
歲
貢
馬
二
千
匹

進
歲
貢
馬
一
千
匹

奏
請

金
銀
之
數

咨
遼
東
遣
還
被
倭
劫
掠
逃
來
登
州
人
王
才
甫
等
二
名

賀
聖
節

請
謚
承
襲
陳
情

賀
千
秋
節

賀
正

進
陳
情
請
謚
承
襲
表

交
涉
事
項



立命館東洋史學　第 41號

90

二
十
年
二
月

十
九
年
十
二
月

十
九
年
九
月

十
九
年
八
月

十
九
年
六
月

十
九
年
二
月

十
八
年
十
二
月

十
八
年
十
月

年
月
日

密
直
事
偰
長
壽

典
客
令
郭
海
龍

門
下
評
理
金
湊

同
知
密
直
司
事
李
崇
仁

密
直
副
使
張
方
平

贊
成
事
尹
珍

密
直
副
使
李
希
蕃

密
直
副
使
李
□

門
下
評
理
安
翊

密
直
副
使
柳
和

政
堂
文
學
鄭
夢
周

密
直
副
使
姜
淮
伯

遣
判
門
下
府
事
曹
敏
修

贊
成
事
張
子
溫
禹
玄
寶

簽
書
密
直
司
事
河
崙

門
下
贊
成
事
沈
德
符

密
直
提
學
任
獻

使
者

陳
己
亥
年
避
逃
軍
民
之
事

奏
不
敢
受
馬
價

賀
正

獻
歲
貢
雄
馬
十
五
匹
雌
馬
三
十
五
匹

謝

減
歲
貢

再
請
衣
冠

賀
聖
節

賀
千
秋
節

請
便
服
及
群
臣
朝
服
便
服

乞

減
歲
貢

進
歲
貢
馬
一
千
匹
布
一
萬
匹
及
金
銀
折
准
馬
六
十
六
匹

謝
恩

請
曆
日
符
驗

納
前
元
給
付
本
國
鋪
馬
蒙
古
文
字
八
道

賀
正

交
涉
事
項
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二
十
一
年
十
月

二
十
一
年
七
月

二
十
一
年
二
月

二
十
年
十
二
月

二
十
年
十
月

二
十
年
九
月

二
十
年
閏
六
月

二
十
年
六
月

二
十
年
三
月

年
月
日

門
下
侍
中
李
穡

簽
書
密
直
司
事
李
崇
仁

同
知
密
直
金
士
安

門
下
贊
成
事
禹
仁
烈

政
堂
文
學
偰
長
壽

政
堂
文
學
郭
樞

密
直
提
學
朴
宜
中

永
原
君
鄭
夢
周

門
下
評
理
李
玖

知
密
直
李
種
德

知
門
下
府
事
張
方
平

門
下
贊
成
事
張
子
溫

門
下
評
理
偰
長
壽

密
直
副
使
尹
就

判
司
宰
寺
事
朴
之
介

典
工
判
書
李
美
冲

使
者

賀
正

請
王
官
監
國

請
子
弟
入
學

告

遜
位

請
昌
襲
封

奏
崔
瑩
興
師
攻
遼
之
罪

謝
賜
藥
材

請
鐵
嶺

北
文
高
和
定
咸
等
諸
州
仍
屬
高
麗

請
通
朝
聘

賀
正

賀
納
哈
出
降
附

謝
許
改
冠
服

賀
聖
節

賀
千
秋
節

押
五
運
馬
一
千
匹
如
遼
東

押
初
運
馬
一
千
匹
如
遼
東

交
涉
事
項
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二
十
三
年
九
月

二
十
三
年
六
月

二
十
三
年
四
月

二
十
二
年
十
一
月

二
十
二
年
十
月

二
十
二
年
六
月

二
十
二
年
二
月

二
十
一
年
十
一
月

年
月
日

密
直
副
使
姜
隱

門
下
評
理
金
南
得

密
直
提
學
李
至

政
堂
文
學
鄭
道
傳

藝
文
館
提
學
韓
尙
質

密
直
副
使
柳
爰
廷

順
安
君
王
昉

同
知
密
直
司
事
趙
胖

門
下
贊
成
事
裴
克
廉

密
直
副
使
朴
經

門
下
評
理
尹
承
順

簽
書
密
直
司
事
權
近

安
宗
源

密
直
使
皇
甫
琳

同
知
密
直
司
事
尹
師
德

密
直
使
姜
淮
伯
副
使
李
芳
雨

使
者

獻
種
馬
五
十
匹

賀
正

賀
聖
節

賀
千
秋
節

乞
遣
欽
差
一
官
前
來
究
問
尹
彝
李
初
誣
告
之
事

陳
慰
魯
王
喪

告
王
瑤
之
卽
位

賀
正

請
親
朝

禀
處
女
事

賀
聖
節

賀
千
秋
節

奏
誅
崔
瑩.

請
朝
見

交
涉
事
項
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二
十
六
年
六
月

二
十
五
年
閏
十
二
月

二
十
五
年
九
月

二
十
五
年
三
月

二
十
五
年
二
月

二
十
四
年
十
二
月

二
十
四
年
六
月

年
月
日

不
明

不
明

知
密
直
司
事
趙
胖

前
典
工
判
書
劉
信

永
福
君
王
昂

贊
成
事
權
仲
和

前
義
州
牧
使
曹
仲
生

判
繕
工
寺
事
楊
天
植

禮
曹
摠
郞
孔
俯

門
下
贊
成
事
趙
浚

判
密
直
司
事
金
立
堅

使
者

貢
馬
及
方
物

謝
更
國
號

上
高
麗
恭

王
金
印
且
請
更
名

奏
李
成
桂
欲
更
其
國
號

奏
王
瑤
退
位
李
成
桂
主
國
事

獻
馬
一
千
匹

謝
恩

獻
禮
物

獻
馬
一
千
匹

獻
馬
一
千
五
百
匹

賀
聖
節

賀
千
秋
節

交
涉
事
項

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』『
高
麗
史
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈
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十
三
年
十
二
月

四
年
十
月

三
年
三
月

二
年
二
月

年
月
日

不
明

僧
祖
闡
・
克
勤

萊
州
府
同
知
趙
秩

楊
載

使
者

責
日
本
國
王
傲
慢
不
恭
縱
民
為
非

賜
良
懷
大
統
曆
及
文
綺
・
紗
羅

諭
日
本
國
王
良
懷
奉
表
來
朝

報
正
統
之
事

諭
倭
兵
越
海
之
由

交
涉
事
項

表
五　

洪
武
年
間
大
明
交
通
日
本
年
表

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈
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十
九
年
十
一
月

十
四
年
七
月

十
三
年
九
月

十
三
年
五
月

十
二
年
閏
五
月

九
年
四
月

七
年
六
月

七
年
六
月

四
年
十
月

年
月
日

日
本
國
王
良
懷

日
本
國
王
良
懷

征
夷
將
軍
源
義
満

日
本
國
王
良
懷

日
本
國
王
良
懷

日
本
国
王
良
懐

島
津
越
後
守
氏
久

征
夷
將
軍
源
義
満

日
本
國
王
良
懷

名
義

僧
宗
嗣
亮

僧
如
瑤

僧
明
悟
・
法
助

臣
慶
有
僧

臣
劉
宗
秩

沙
門
圭
庭
用

僧
道
幸

僧
宣
聞
溪
・
淨
業
・
喜
春

僧
祖
來

使
者

貢
方
物

貢
方
物
及
馬
十
匹

貢
方
物

貢
馬
及
硫
黃
・
刀
・
扇

貢
馬
及
刀
・
甲
・
硫
黃

貢
馬
及
方
物

謝
罪

貢
馬
及
茶
・
布
・
刀
・
扇
等
物

貢
馬
及
方
物

貢
馬
及
方
物

送
至
明
州
台
州
被
虜
男
女

七
十
余
口

交
涉
事
項

表
六　

洪
武
年
間
日
本
交
通
大
明
年
表

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈



立命館東洋史學　第 41號

96

合
計

二
十
六
年
か
ら
三
十
一
年

二
十
一
年
か
ら
二
十
五
年

十
六
年
か
ら
二
十
年

十
一
年
か
ら
十
五
年

六
年
か
ら
十
年

一
年
か
ら
五
年

五 〇 〇 一 〇 一 三 直
隸

九 三 一 〇 〇 二 三 山
東
・

遼
東

一
三

二 二 四 〇 一 四 浙
江

三 〇 〇 〇 〇 〇 三 福
建

五 〇 一 〇 二 二 〇 廣
東

三
五

五 四 五 二 六 一
三

合
計

表
七　

洪
武
年
間
の
倭
寇

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈

表
七
の
附
属
史
料

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
三
十
八
洪
武
二
年
春
正
月
是
月
條

　
「
倭
人
入
寇
山
東
海
濱
郡
縣
、
掠
民
男
女
而
去
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
四
十
一
洪
武
二
年
夏
四
月
戊
子
條

　
「
前
倭
寇
出
沒
海
島
中
、
數
侵
掠
蘇
州
、
崇
明
、
殺
傷
居
民
、
奪
財
貨
、
沿
海
之
地
皆
患
之
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
四
十
四
洪
武
二
年
八
月
乙
亥
條

　
「
倭
人
寇
淮
安
、
鎮
撫
吳
佑
等
擊
敗
其

於
天
麻
山
、
擒
五
十
七
人
。」
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『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
五
十
三
洪
武
三
年
六
月
是
月
條

　
「
倭
夷
寇
山
東
、
轉
掠
溫
、
臺
、
明
州
傍
海
之
民
、
遂
寇
福
建
沿
海
郡
縣
。
福
州
衛
出
軍
捕
之
、
獲
倭
船
一
十
三
艘
、
擒
三
百
餘
人
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
六
十
六
洪
武
四
年
六
月
戊
申
條

　
「
倭
夷
寇
膠
州
、
劫
掠
沿
海
人
民
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
三
洪
武
五
年
三
月
丁
卯
條

　
「
倭
夷
寇
海
鹽
之
澉
浦
、
殺
掠
人
民
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
四
洪
武
五
年
六
月
丙
戌
條

　
「
倭
夷
寇
福
州
之
寧
德
縣
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
四
洪
武
五
年
六
月
己
丑
條

　
「
命
羽
林
衛
指
揮
使
毛
驤
、
于
顯
、
指
揮
同
知
袁
義
等
、
領
兵
捕
逐
蘇
、
松
、
溫
、
臺
瀕
海
諸
郡
倭
寇
」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
五
洪
武
五
年
秋
七
月
丙
申
條

　
「
倭
夷
寇
福
州
之
福
寧
縣
、
前
後
殺
掠
居
民
三
百
五
十
餘
人
、
焚
燒
廬
舍
千
餘
家
、
劫
取
官
糧
二
百
五
十
石
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
七
十
五
洪
武
五
年
秋
七
月
壬
寅
條

　
「
明
州
衛
指
揮
僉
事
張
億
率
兵
討
倭
寇
、
中
流
矢
卒
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
三
洪
武
六
年
六
月
辛
亥
條

　
「
倭
夷
寇
即
墨
諸
城
、
萊
陽
等
縣
、
沿
海
居
民
多
被
殺
掠
、
詔
近
海
諸
衛
、
分
兵
討
捕
之
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
八
十
三
洪
武
六
年
六
月
丙
寅
條

　
「
臺
州
衛
兵
出
海
捕
倭
、
獲
倭
夷
七
十
四
人
、
船
二
艘
、
追
還
被
掠
男
女
四
人
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
一
洪
武
七
年
秋
七
月
壬
申
條

　
「
倭
夷
寇
膠
州
、
官
軍
擊
敗
之
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
一
洪
武
七
年
秋
七
月
甲
戌
條
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「
倭
夷
寇
海
州
、
百
戶
何
達
率
兵
擊
之
、
斬
二
十
四
人
」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
九
十
一
洪
武
七
年
秋
七
月
壬
午
條

　
「
倭
夷
寇
大
任
、
海
口
、
百
戶
許
彰
率
兵
禦
之
、
巡
檢
率
其
弓
兵
助
擊
、
倭
人
敗
走
。
彰
追
之
、
倭
人
返
兵
拒
戰
、
彰
遂
戰
死
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
二
洪
武
八
年
十
二
月
癸
巳
條

　
「
先
是
、
潮
州
瀕
海
居
民
屢
為
倭
夷
劫
掠
。
詔
德
等
率
舟
師
沿
海
捕
之
、
德
等
逗
留
、
不
出
兵
巡
禦
、
賊
遂
登
岸
、
大
肆
劫
掠
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
三
十
二
洪
武
十
三
年
秋
七
月
壬
寅
條

　
「
倭
夷
寇
劫
廣
州
府
東
莞
等
縣
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
三
十
三
洪
武
十
三
年
八
月
丙
戌
條

　
「
倭
夷
寇
廣
東
海
豐
縣
、
殺
掠
吏
民
。
詔
廣
東
都
指
揮
使
司
率
兵
討
捕
之
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
五
十
六
洪
武
十
六
年
八
月
戊
子
條

　
「
賞
溫
州
、
臺
州
二
衛
將
士
擒
殺
倭
寇
有
功
者
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
六
十
六
洪
武
十
七
年
冬
十
月
癸
巳
條

　
「
鎮
海
衛
百
戶
王
庭
出
海
運
糧
、
遇
倭
寇
戰
歿
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
六
十
七
洪
武
十
七
年
闰
十
月
乙
巳
條

　
「
浙
江
定
海
千
戶
所
總
旗
王
信
等
九
人
擒
殺
倭
賊
、
並
獲
其
器
仗
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
六
十
七
洪
武
十
七
年
闰
十
月
丁
未
條

　
「
今
臺
州
倭
人
登
岸
、
殺
其
巡
檢
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
八
十
三
洪
武
二
十
年
秋
七
月
丙
戌
條

　
「
時
倭
寇
至
臺
州
境
上
、
杀
掠
居
民
。
而
亮
兵
不
之
覺
、
寇
去
又
不
追
捕
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
八
洪
武
二
十
二
年
十
二
月
甲
寅
條

　
「
近
者
倭
船
十
二
艘
由
城
山
洋
艾
子
口
登
岸
劫
掠
。
寧
海
衛
指
揮
僉
事
王
鎮
等
禦
之
、
殺
賊
三
人
、
獲
其
器
械
。
赤
山
寨
巡
檢
劉
興
又
捕
殺
四
人
。
賊
乃
遁
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去
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
一
百
九
十
九
洪
武
二
十
三
年
春
正
月
己
巳
條

　
「
倭
夷
由
穿
山
浦
登
岸
、
殺
虜
軍
士
男
女
七
十
余
人
、
掠
其
財
物
。
守
禦
百
戶
單
政
不
即
剿
捕
、
致
賊
遁
去
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
一
十
一
洪
武
二
十
四
年
八
月
癸
酉
條

　
「
海
盜
張
阿
馬
引
倭
夷
入
寇
、
官
軍
擊
斬
之
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
一
十
二
洪
武
二
十
四
年
九
月
是
月
條

　
「
倭
夷
寇
雷
州
遂
溪
县
。
雷
州
衛
百
戶
李
玉
、
鎮
撫
陶
鼎
等
禦
之
、
賊
勢
猖
獗
、
而
官
寡
弱
不
敵
、
玉
等
皆
戰
死
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
三
十
洪
武
二
十
六
年
冬
十
月
丙
戌
條

　
「
先
是
、
有
寇
百
余
人
入
金
州
新
市
屯
劫
掠
、
獲
其
一
人
張
葛
買
者
、
乃
朝
鮮
國
海
州
民
、
詐
為
倭
國
人
、
服
遼
東
都
司
、
遣
人
械
至
京
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
三
十
二
洪
武
二
十
七
年
三
月
辛
丑
條

　

、「
命
魏
國
公
徐
輝
祖
、
安
陸
侯
吳
傑
、
往
浙
江
訓
練
沿
海
軍
士
。
海
上
有
倭
寇
之
警
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
三
十
五
洪
武
二
十
七
年
冬
十
月
己
巳
條

　
「
遼
東
有
倭
夷
寇
金
州
、
卒
入
新
市
、
燒
屯
營
糧
餉
、
殺
掠
軍
士
而
去
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
五
十
六
洪
武
三
十
一
年
二
月
乙
酉
條

　
「
倭
夷
寇
山
東
寧
海
州
、
由
白
沙
海
口
登
岸
、
劫
掠
居
人
、
殺
鎮
撫
盧
智
。
寧
海
衛
指
揮
陶
鏎
、
及
其
弟
鉞
出
兵
擊
之
、
斬
首
三
十
餘
級
。
賊
敗
去
。
鉞
為
流

矢
所
中
、
傷
其
右
臂
。」

『
明
太
祖
實
錄
』
卷
之
二
百
五
十
六
洪
武
三
十
一
年
二
月
丁
酉
條

　
「
近
者
、
倭
賊
二
千
餘
人
、
船
三
十
餘
艘
、
入
寇
海
澳
寨
楚
門
。
千
戶
王
斌
、
鎮
撫
袁
潤
等
禦
之
。
賊
勢
暴
悍
、
斌
等
力
不
能
勝
、
皆
戰
死
。」
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圖一　遼東之鐵嶺
（譚其驤『中國歷史地圖集』第七冊明・山東二）
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圖二　高麗之鐵嶺
（譚其驤『中國歷史地圖集』第七冊元・遼陽行省）
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二
十
一
年
三
月

二
十
一
年
三
月

二
十
一
年
二
月

二
十
年
十
二
月

二
十
年
十
一
月

二
十
年
十
月

二
十
年
九
月

二
十
年
九
月

二
十
年
六
月

二
十
年
三
月

二
十
年
正
月

年
月

帝
敕
諭
征
虜
大
將
軍
藍
玉
整
飭
士
馬
倍
道
兼
進
直
抵
虜
庭
覆
其
巢
穴

征
虜
大
將
軍
藍
玉
率
師
十
五
萬
間
道
兼
程
進
襲
捕
魚
兒
海

高
麗
西
北
面
都
安
撫
使
崔
元
沚
報
遼
東
都
司
至
江
界
將
立
鐵
嶺
衛

高
麗
王

徵
八
道
精
兵

高
麗
王

與
崔
瑩
密
議
攻
遼

高
麗
王

遣
密
直
提
學
朴
宜
中
表
請
鐵
嶺

北
諸
州
仍
屬
高
麗

帝
諭
高
麗
王
以
鉄
嶺
北
東
西
之
地
屬
遼
東
鉄
嶺
之
南
屬
高
麗

征
虜
大
將
軍
藍
玉
得
降
人
脫
脫
等

征
虜
大
將
軍
藍
玉
師
駐
薊
州

帝
命
永
昌
侯
藍
玉
為
征
虜
大
將
軍
進
討
漠
北

高
麗
王

遣
知
門
下
府
事
張
方
平
如
京
師
賀
納
哈
出
降

征
虜
大
將
軍
馮
勝
師
入
金
山

納
哈
出
降

征
虜
大
將
軍
提
兵
駐
大
寧

帝
命
宋
國
公
馮
勝
為
征
虜
大
將
軍
師
二
十
萬
北
伐
納
哈
出

慶
州
大
捷

事
件

表
八　

三
國
大
事
年
表
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二
十
一
年
八
月

二
十
一
年
八
月

二
十
一
年
七
月

二
十
一
年
七
月

二
十
一
年
六
月

二
十
一
年
五
月

二
十
一
年
五
月

二
十
一
年
四
月

二
十
一
年
四
月

征
虜
大
將
軍
藍
玉
等
還
朝

帝
宴
征
北
諸
將
於
奉
天
殿

高
麗
千
戶
陳
景
降
大
明
言
王

欲
功
遼
李
成
桂
兵
變
諸
事

帝
敕
遼
東
謹
烽
堠
嚴
守
備
仍
遣
人
偵
高
麗

征
虜
大
將
軍
藍
玉
遣
人
送
元
主
次
子
地
保
奴
及
後
妃
公
主
等
至
京

高
麗
李
成
桂
遣
使
如
京
師
告

遜
位
請
昌
襲
封
奏
崔
瑩
攻
遼
之
罪

高
麗
復
行
洪
武
年
號
襲
大
明
衣
冠
禁
胡
服

高
麗
李
成
桂
叛
囚
王

止
攻
遼

征
虜
大
將
軍
藍
玉
等
遣
使
至
京
上
表
奏
捷

高
麗
王

以
曹
敏
修
爲
左
軍
都
統
使
以
李
成
桂
為
右
軍
都
統
使

發
兵
三
萬
八
千
攻
遼

征
虜
大
將
軍
藍
玉
師
至
捕
魚
兒
海
大
破
元
軍
獲
元
主
次
子
地
保
奴
等

元
主
脫
古
思
帖
木
兒
與
其
太
子
天
保
奴
等
遁
去

﹇
本
表
は
『
明
太
祖
實
錄
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
。﹈




